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Cま じ め iこ

タウンセンターは社会 ･経済等諸動向の変化に対応し､さらに将来を展望した

センターとするため､一昨年マスタープランの修正を行なった｡

これを受け､橋梁を含むタウンセンターの歩行者専用道路ネットワークの変更

も行なわれ､橋梁の数量も29橋から21橋に見直された｡

タウンセンターに架かる橋梁については､昭和55年の基本計画を受け､昭和56

年､59年に第 1･第2地区それぞれ都市計画道路上の橋を中心に基本設計を行な

い､現在2地区の4橋梁が施工済及び施工中である｡

今回の検討は､21橋の内施工中の2橋､これから施工する橋17橋､新規提案橋

1橋の20橋について行なっている｡

本調査は､上記の修正マスタープランによる各橋梁の位置づけを明確にし､前

回の報告書で残されていたタウンセンターの トータルプランニングを確立し､機

能的な面を中心にまとめ､次の基本設計等の設計作業に入る前提条件を整理する

ものである｡

なお､調査にあたっては､㈱山手総合計画研究所に協力を頂いた｡

本調査の位置
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等本計画 1･本計画の位置づけ 1-1･マスタープランの修正について 1-1

1.本 言十画 の 位 置 づ け

1-1.マスタープランの修正について

(1)計画見直しの前提
.タウンセンター地区の具体に整備する段階を迎えて､既存のマスタープラン

を計画策定後の時間経過に伴う社会 ･経済等諸動向の変化に対応させ､さら

に将来を展望した新たなタウンセンター整備の考え方に基づいた計画とする

ことが必要となってきた｡

｡このため､タウンセンターのマスタープランについて､修正方針及び修正の

具体的内容の検討を加え､修正マスタープランとして計画の概要がまとめら

れた｡

･本計画の対象となるタウンセンター歩行者専用道路橋等についても､修正さ

れたマスタープランの開発理念､地区整備方針を受けて､計画の見直しを行

うこととなった｡

(3).修正マスタープランの内容

･修正マスタープランの内容は以下のように概要がまとめられる｡

● 開発理念

①.多機能複合に基づく広域拠点の形成

(参.生活 ･文化の情報発進拠点の形成

(診.高度の*心性と自然性を備えたセンターの形成

㊨.個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

● 地区整備方針

①.全体構成の基本方針

a.第 1･2地区それぞれに特徴を持たせ､相互に補完する一体的な構成

とする｡

b.極端な駅前集中型から回遊分散型に再編し､街の拡がりを確保する｡

C.特徴あるゾーンをつくり､コンプレックス化を図る｡

d.ス トリート､核的施設により街の構造を明確にする｡

(診.構成要素の基本方針

i)街区構成

a.部分的に大規模街区を設定する｡

b.沿道利用が可能な街区も設定する｡

C.以上を含めて多様な街区を設定する｡

ii)交通計画

a.道路ネットワーク等を再編し､車利用への積極的対応を図る｡

b.歩茸完全分離等を見直し､変化に富んだ快適な歩行者空間を実現する｡

C.駐車場を大量に確保し､適性に配置する｡

J'ii)景観計画

a.シンボル空間を積極的に創出する｡

b.景観指針を策定する｡

C.公共公益施設により景紋形成を誘導する｡

iv)造成計画

a.マクロには現況地盤 (項プラン)の造成フォーメーションを活かす｡

b.タウンセンター内の過大な法面を解消する｡

V)新都市施設の計画

a.情報系施設と高水準の新都市施設を整備する｡
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1-2.タウンセンター歩行者専用道路橋等の計画の見直し

(1)歩専道等計画の見直し
.マスタープランの修正に伴って､以下の項目から歩行者専用道路橋等の計画

の再検討を行う｡

①.歩車融合による交通計画
･従前の歩車完全分離の方針の見直しにより､道路レベルでの歩行者の動線が

重要となった｡

･そのため､道路レベルでの歩行者動線の確保が重要となり､既存の計画内容

では対応出来ない状況となった｡特に幹線道路とタウンセンター内部の間の

歩行者動線を道路レベルで確保する必要が生じている｡

②.スロープの勾配の方針の変更

･修正マスタープランでは､歩行者動線の骨格として ｢都市軸｣及び r回遊軸

を設定している｡

｢都市軸J-タウンセンターの骨格となる歩行者動線で､シンボル広場か

ら放射状に周辺宅地と結びつけている｡

港北ニュータウンの緑の骨格 rグリーン･マ トリックスJの

一部を構成する｡

｢回遊軸｣-都市軸を補完し､タウンセンター内の歩行者の回遊性を確保

するための歩行者動線である｡

･従前計画ではスロープの勾配を最大12.0%としているが､修正マスタープラ

ンでは､高齢者､身障者等の利用を考慮し､最大 6.7%(1/15)ないし 8.3%
(1/12)の勾配を設定している｡

･特に都市軸では､車椅子 ･自転車 ･乳母車の利用を想定し､横浜市福祉の都

市環境づ くりマニュアルに沿って､1/15勾配を条件としている｡

･そのため､スロープについて勾配の変更に伴う計画の再検討をおこなった.

(2)計画対象歩専橋等

･タウンセンターに関わる歩行者専用道路橋等は､第 1地区 :7か所､第2地
区 :15か所の合計22か所となっているが､既に,第2地区の4橋 (Ii,I,
J,V)については橋台まで (J橋については階段 ･スロープまで)が造ら

れている｡

･今回の計画では､タウンセンター歩行者専用道路橋等の計画にあたっての､

基本的な考え方､デザイン･コンセプ ト､設計条件､残りの18橋を中心に惜

別計画について検討している｡

･既設の橋についても､再検討すべきものについては見直しを行っている｡
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2. ト ー ク )レ ー テ ざザ イ ン ･ コ ン セ フ ー ト
2-1.これまでの計画の整理

･港北ニュータウンでは歩道橋についての ト-タル

･デザイン･コンセプ トが以下のようにまとめら

れている｡

(1)港北地区歩道橋等基本計画 (昭和55.03)

① 橋梁計画基本理会

1. 安全かつ機能的な梼づ くり

2.人々とのふれあいを大切にする橋づくり

3.よりよい景観を演出する橋づ くり

② 橋梁言†画基本方針

1. 練達に関連する橋梁は､緑道の械能を十分

認識し､よりよい空間を演出するよう､特

に綿密な検討を加える｡

2.幹線道路の上に架かる橋梁は､路線毎に ト

ータルプランニングを行う｡

3.限定された要所に象徴的な橋梁をデザイン

することにより､そこのポテンシャルを高

め､ニュータウンの構造を明確にする｡

4. タウンセンターに関連する橋は､ トータル

プランニングを行う｡

③ 橋梁計画留意事項

1. 事前に周囲の状況や予想される人々の活動

を精査し､そこに望ましい橋梁のイメージ

をつかむ｡

2.計画設計対象には橋梁周辺部を含める｡

3. 土質条件は構造形式を限定することがあり､

これをしっかりと把捉する｡

4.構造物が他の用地にくい込むことのないよ

うに｡

5.橋梁添加物については関係機関と十分協議

する｡

･これらの前提を踏まえて今回のタウンセンター歩道

橋の検討を行う｡

港北第二地区橋梁計画設計 (昭和56.08)
橋の基本的なタイプ

1. 真 (フォーマル)の橋

独立性､固有性の高い目立つ橋｡格調の高い､橋らしい橋｡分節の括｡ 個別デザインを目指す橋｡

強いフォーマJL,;桁本休による強い空間｡ 弱いフォ-マル ;エレメントの形状による独特の空間｡
2.才ラー(インターミディエイト)の橋

実用性を基本にする標準的な橋｡ デザインの標準化を図る橋｡

3.辛 (インフォーマル)の橋

周辺の景観と一休化した自由でやわらかな目立たない橋｡

中量域､近芸域､歴史文化景域の橋｡ 個別デザインを目指す橋｡

② アーバンデザインからの挨討

1. センター計画からの検討 (フォーマル ･真の橋､インターミディエイト 行の橋)

･タウンセンターの入口となる橋は､土地利用の変化点として明確な分節を形成する｡特に幹線歩専

道に関する橋は特殊な形態を検討する｡その他の橋はエレメントの形状により分節を明確化する｡

2.緑道および公園計画からの検討 (インフォーマル ･章の橋)

･周辺の景観と一体化した､自由で柔らかな目立たない橋｡

3.道鞄計画からの検討 (インターミディエイト 行の橋)

｡車から見える視野は狭 く､時間的余裕もないため､個々の橋を目立たせる必要性は少ない｡

･路線毎にルー ト性を表示する役割を持たせることとし､橋の基本的な形態としての構造形式 (構造､

支間割り､材料)及びカラーリングによって､ ルー ト毎に統一化 ･標準化する｡

･サインとしては､駅に最も近い橋 (ルー ト毎)の明確化のために､サイン橋としての識別性を持た

せる｡サイン橋の表現は ｢駅｣ ｢電車｣等への連想を期待しシルバーのカラーリングとする｡

(3)港北第一地区橋梁計画設計 (昭和59.ll)
① 都市構造の視覚化 (街の各部の特性の表現)

1. 系的明確化 (ルー ト性)

2.位置的明確化 (サイン性)

3. ゾーン的明確化 (分節性)

② センター系の橋

1. タウンセンター外周の橋 ⇒ ｢空間を分節する目立つ橋｣

･タウンセンターと住区の接点であり､各々の空間の出入口である｡

･橋は､分節を明確化し､渡ることを意識させる目立つ橋 ｢橋上空聞｣とする｡

2.タウンセンター内部の梧 ⇒ ｢連続空間と馴染む橋｣

･ゾーンを一体化するよう歩行空間の連続を図る.

･本体は､標準解 (桁橋)とし､仕上げによりセンターのビル景観への調和､一体化を図る｡

③ 幹線道路系の梼

･短時間に連続的体験する車利用者の視点が重要であり､連続する橋相互に違和感のない統一的な姿が

望まれる｡
･また､車利用者にJL,- ト及び場所の識別への手掛かりを提供することが望まれる｡
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2-2.トータル ･デザイン･コンセプ ト

① 道路系からの条件づけ

【個別項目】

幹線道路の掴 毎のルー ト性の弧

く考え方)

道路に掛かる歩専橋が皆バラバラなデザインであると道路景観として

良い印象を与えない｡

移動する車から見る場合､通りに掛かる幾つもの橋が共通の要素によ

ってデザインされている方が､通り毎の特徴がつかみ易い｡

路線毎のルー ト性を創出するため､橋の構造形式､材料及び色彩等に

よって､ルー ト毎のまとまりを持たせるデザイン的配慮が必要である｡

例外として､タウンセンターのシンボルとなる歩専橋と､駅前広場へ

の目印となる橋は､サイン性､シンボル性を高めるようにする｡

【共通項目】

道路から見上げ景観への配慮｡

(考え方)

歩専橋は下を通過する車両及び歩行者からの見上げの対象となる｡

そのため､歩専橋の下を通過する場合に､橋体の構造形式や､側面 ･

底面のディテールによっては圧迫感を与える可能性が生 じる｡

橋体の計画にあたっては､タウンセンターの都市性を高め､見上げに

対する圧迫感を軽減するような構造形式の採用とディテールの検討が

必要である｡

【共通項目】

舶 廻りの遣り方への醜 ｡

(考え方)

タウンセンター幹線道路沿いは､ マスタープランの修正で沿道の施設

立地が可能となったが充分な歩道幅員が確保されていないため､施設

の2m後退を義務つけているが､歩専橋の下部工もこれと合わせて後

退させる｡

タウンセンターの地区外及び幹線道路沿いではない橋は1mの後退と

する｡

② 歩行者系からの条件づけ

【個別項目】

タ ウ ンセン ターの入口となる歩 専 橋のト ト性の 創 乱

〈考え方〉

歩行者にとってのタウンセンターへの来街ゲー トなる橋は､土地利用

の変化点､インフォーマルからフォーマルへの変化点として､ゲー ト

性を持ったフォーマルな空間づ くりを行う｡

特に橋詰空間は､ゲー ト･ポイントとしての演出を行う必要がある｡

また､歩専道用地に余裕がある場合には､スロープや階段の配置に工

夫を凝らし､小さな囲まれたポケットパーク的な場を創る｡

【個別項目】

歩行者ルー トのルー 楓 まとまりの創乱

《考え方〉

都市軸に位置する歩専橋､回遊軸に位置する歩専橋､業務ゾーンに位

置する歩専橋は､それぞれ周辺と調和するように計画する｡

歩専橋は地区と地区の間のゲー ト､分節点としての性格とともに､歩

行者空間を結び付けるという相反する役割を持つ｡

歩行者空間の連続性､一体化を確保するという役割に合わせ､舗装や手

摺り等のエレメントを､歩行者ルー ト毎にまとまりを持たせる｡

【共通項目】

高根 描 かした見晴らしを凱 める場の創鼠

〈考え方)

港北NTタウンセンターは非常に高低差に富んだ地形であり､道路の

バターンも高低差が有効に活かされるように計画されており､街のあ

ちこちにビスタが通る｡

UTからDTへ､外周の歩専橋からタウンセンター内部へといった高

所から下る場所では､道路の軸等によるビスタ景観が禁 しめ､街を様

々な高さや角度から眺められる場 (テラスやデッキ等)を設けること

は､驚きや発見のある街づ くりにつながる｡

手摺り等のデザインもPC下路橋のような閉鎖的なものではなく､透

過性の高い開放的なものとし､見上げ､見下ろしがあちこちでできる

ようにする｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 2･ ト タル ･デザイン･コンセプ ト 2-21 ト タル ･デザイン･コンセプ ト 213●●
･歩道橋基本計画(S55.3)における ｢真J r行｣ r草｣の考え方を継承し､各棟を周辺土地利用との関係から以下のよう
に分類する｡

幹舶路の路線毎のルート性の弧

タウンセンターの入口となる歩専橋の

F真ト.....7オーマノ嘱 独立性､固有性の強い目立つ橋 (個別デザインをめざす橋)

○ ゲー ト性を重要視

E 橋 : センター北端に位置し､センターへのゲー ト性を重要視する｡

J橋との対比で検討する｡

L 橋 : センター西端に位置し､センターへのゲー ト性を重要視する｡

○ シンボル梼

G 橋 : シンボル広場からの動線の一部となる｡

S橋との対比で検討する｡

S 橋 : センター同士を結ぶ広幅貞橋梁｡ ニュータウンのシンボル的な橋｡

○ 駅前広場サイン

C 梼 : 駅前広場の入口であり､Ⅴ橋との対比を中心に検討｡

F行 い - インターげ ィ エ イ 幡 真､草の中間 (デザ インの標準 化を図る胤 )

○ 幹線道路検断 =-I--一-

○ ビジネスゾーン一一一日-一一一一日=

○ シンボル広場 ･道路関連 一

〇 駅前広場関連 一一一一一日一一一日一一一

〇 コリダー関連 -･一一一-一一一日一一一

〇 縫合公園との接点 -I-･･-

遠景からの視点､見上げられる視点に配慮｡

A,Q,K,W, (H,I) (Aは歴史博物館との関係で整理する｡)

(Qはビジネス ･ゾーンとの関係で整理する｡)

(Wは捻合公園との関係で整理する｡)

都市的､ハイテク的イメージ

M,0

各公共空間計画との整合性を取る｡

F,T,J' (シンボル広場計画等で内容検討する｡)

各施設計画との整合性を取る｡

U

高低差処理に配慮｡

R

組合公園の自然堤境との調和を考慮する｡

N,P
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3 ･基本計画条件 3-1･全休ネットワーク 3-1

●
3.基 本 音十画 条 件

3-1.全休ネットワーク

(1)計画歩行者専用道路橋
.港北ニュータウンでは､歩行者動線と幹線道路とは立体分離を原則として

おり､タウンセンターにおいても周辺幹線道路の横断や､センター内高低

差処理の関係で､次のような歩行者専用道路稀が計画されている｡

全 休 既設橋梁 今後設置橋梁 (うち都市計画決定棟梁)

1地区 5 0 5 (3)
2地区 16 4 12 (2)

･今回の計画は､既設の橋梁4橋を除いた17橋についての検討を行う｡

'また､駅前広場内において､改札口やアッパータウン､ダウンタウンとの

接続をスムーズに行うためデッキが設置されるが､これとの接続について

も検討する｡

(2)歩行者ネットワーク

･修正マスタープランでは歩行者ネットワークとして都市軸と回遊軸が設定

されている｡

･その基本的な考え方は以下の通りである｡

【都市軸】 (シンボル軸)

第 1地区､第2地区のそれぞれの中心部から､タウンセンター周辺住宅地

を結ぶ東西 ･南北に貫通する歩行者軸で､センターを象徴するシンボルス

トリー トとして設定する｡

車椅子､自転車､乳母車等の利用も想定し､勾配 6.7%(1/15)のスロープ

と階段をセットで設けることを原則とする｡ただし､用地的に不可能な場

合は機械処理施設を併設することで勾配を変えることが出来るものとする｡

【回遊軸】 (買物軸)

.駅と核的複合施設や集合駐車場等を回遊する歩行者軸として､都市軸と連

環した地区内のショッピングス トリー トとして設定する｡

乳母車､自転車等の利用を想定して､修正マスタープランでは勾配 8･3%
(1/12)のスロープと階段のセットで設けることを原則とする｡

【共通項目】

･幹線道路に架かる歩専橋は､道路レベルでの歩行者の往来動線を必ず確保

する｡

｡修正計画で歩行者のみの処理としていた個所についても､自転車が利用出

来る 1/4スロープ付き階段を導入し､来街着の利便性を高めるようにする｡





港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3.基本計画条件 3-2.上部 ･下部構造形式 3-3

(3)下部工及び基礎工

① 橋脚 ･橋台の考え方

･歩専横の周辺造成が､横断道路面とほぼ同じ場合

には橋脚 (ピア)処理とし､歩行者の通行及び見

通しを確保する｡

･歩専橋 レベルとほぼ同じ場合には､橋台 (アパッ

ト)処理とする｡

② その他設計条件

･タウンセンターは支持地盤の深さが場所によって

大きく異なるため､詳細設計においては､現位置

の基礎地質の謝査結果により､支持地盤､土質定

数を決定し､基礎形状､基礎寸法を決めること｡

･一般的な橋台の翼壁は､パラレルウィングを原則

とする｡また､橋台に接続して擁壁を計画する場

合には､ウィングを長 くとり､接続擁壁の延長を

なるべく短 くする｡

･基礎形式は基本的に杭基礎とするが､ボーリング

の結果により支持地盤が浅い場合には直接基礎と

する｡

(右表の内､カッコ書きのものはボーリング調査を

行っていない橋梁である｡)

上部工 基礎工()...*l-.rJグ未調査 下部工()-別案での場合) 別寡

1地区 A橋 PC上路式箱桁橋 杭基礎 橋脚/アーチ式 橋台/逆T式 育C橋 メタル単純抜桁橋 直接基礎 橋脚/T式 橋台/逆T式 都市軸

E梼 PC単純中空沫版橋 (杭基礎) 橋脚/柱式 橋台/逆T式 都市軸 育

F梼 PC上格式単純桁橋 (杭基礎) (橋脚/柱式) (橋脚/柱式) 都市軸 育

G梼 PC下格式単純桁橋 (杭基礎) 橋台/逆T式 橋台/逆T式 都市軸

2也区 J'梼 PC下蕗式単純桁橋 (杭基礎) (橋脚/柱式) (橋脚/柱式) 都市軸 育K掃 メタル単純板桁橋 杭基礎 橋脚/柱式 橋脚/柱式 育

L橋 メタル鋼管桁橋 杭基礎 橋台/逆T式 橋台/逆T式 都市軸 育

M橋 PC単純中空味版橋 (杭基礎) 橋台/逆T式 ■ 橋台/逆T式

N梼 PC単純中空床版橋 (杭基礎) 橋台/逆T式 橋台/逆T式

0橋 PC単純中空味版掃 (杭基礎) 柿台/逆T式 橋台/逆T式

P掃 PC単純中空床版柿 (杭基礎) 橋台/逆T式 橋台/逆T式

Q橋 PC単純中空床版橋 直接基礎 橋脚/柱式 橋台/逆T式 育

R梧 PC単純中空床版橋 (杭基礎) 橋台/逆T式 橋台/逆T式

S掃 メタル下略式 トラス橋 杭基礎 橋台/逆T式 橋台/逆T式 都市軸 育

T掃 メタル単純抜桁橋 (杭基礎) 橋脚/柱式 橋脚/柱式 都市軸

U橋 PC単純中空床版橋 杭基礎 橋脚/アーチ式 橋台/逆T式 都市軸

W橋 PC単純中空床版橋 (杭基礎) 稀台/逆T式 橋台/逆T式 育



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道蕗橋等基本計画 3.基本計画条件 3~3･設計条件 3-4

3-3.設言†条件

(1)管理区分
･横浜市における歩専橋橋梁の管理区分は以下のように分かれる｡

道路局管理
{

1.橋梁謀所管

2.施設課所管

3.維持課所管

･タウンセンターでは､荷重の区分分けで以下のように分けられる｡

TL-14 道路局橋梁課所管

W-350kg/mI " 施設課所管

(2)橋台のセットバック (スロープの取付き部も含む｡)

･橋台のセットバックを以下のように設定する｡

幹線道路沿いセンター側橋台･･-･2m
上記以外の橋台 - -･-- -･･･1m

･幹線道路沿いは店舗の張りつきには歩道幅員が充分でないため､民地側建物

の2mの壁面後退を街づ くり協定 (策定中)の中で検討しており､構台等も

これに合わせて2m後退させる｡

(3)橋長

･棉長は､道路幅員､橋台のセットバック､桁座を含めて､右表のようになる｡

(4)橋体幅員

･修正マスタープランでは､タウンセンター内の歩行者動線の主要軸を ｢都市

軸Jと設定している｡

･今回の基本計画の検討では､都市軸上に位置する歩専横の幅員は､原則とし

て 6.0mとした｡

･そのため､すでに都市計画決定している都市軸上の歩専横のうち､幅員の狭

いC橋､L橋は以下のように変更を行った｡

C橋 4.5m にク 6.Om
L橋 4.5m ⇒ 5.5m

(L橋は歩専道の 9.0mの幅員の中で管理車両用進入路((有効幅員 3.5m))
を確保するため 5.5mの幅員とする｡)

･S橋は､第2地区の東西を結びつける橋であり､シンボル広場と区役所前の

広場を結びつける歩専橋であるので､幅員は歩専道空間を一杯に使う｡

S梼 8.5m =ウ13.0m
･このほかの歩専横も歩行者動線上重要な歩専橋は幅員を 6.0mとなるように

した｡

･6.0mの幅員の内訳は下のようになる｡

地覆 0.5mx2-1.0m
歩行者 0.75mx4-3.0m (設計歩行者数は 120-160人/分)

自転車 1.0mx2-2.0m

管理区分 活荷重 橋長 道路幅員 橋台後退 橋体幅員 備考 刺寡

1地区 A梼 施設課 W=350 35.9 30.1 2-1 4.75 育C橋 〟 W=350 35.6 29.0 2-1 6.00 都市軸

E橋 〟 W-350 33.2 20.0 2-1 6.00 都市軸 育

F梼 〟 W=350 - - - 4.50 都市軸 育

G橋 〟 W=350 38.5 31.0 2-1 6.00 都市軸

2地区 J'橋 橋梁課 TL-14 (24.0) 20.0 1-1 6.30 都市軸 (別宴) 育K橋 施設課 W=350 50.2 28.0 2-2 3.50 育

L椅 〟 W=350 30.0 20.0 1- 1 5.50 都市軸 育

M梼 橋梁謀 TL-14 28.5 20.0 1-1 6.00

N橋 施設課 W=350 19.0 14.0 1-0 6.00

0梼 〟 W=350 18.0 14.0 1-1 6.00

P橋 〟 W=350 18.6 14.0 1-0 3.50

Q橋 ′′ W=350 42.6 37.0 2-2 6.00 育

R柿 〟 W=350 24.5 18.5 2-2 4.50

S橋 橋梁課 TL-14 37.3 30.0 2-2 13.00 都市軸 育

T梼 施設課 W=350 52.0 20.0 1-0 4.50 都市軸

U橋 〟 W=350 29.0 25.0 1-1 6.00

()は別案の数値を示す｡





港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3.基本計画条件 3-3･設計条件 3-6

(8)土質条件
･土質構成は､上から､ローム層 ･滋灰宴粘土及び菰灰質砂の互層及び土丹層

に大別される｡

･土質は､全般に軟弱であり､支持層は原則として土丹屈とする｡

･一般図における基礎形式は､土質条件を推定により計画したものであり､詳

細設計においては､綿密な調査により基礎形式を決定すること｡

･特に､港北地区は支持層の傾斜が大きく､隣接するポーリングデータでは適

切でない場合が想定されるため､各橋梁毎のボーリング調査が望ましい｡

(9)設計一般

項 8 内 等 有 税 頚 E 内 容 簾 l之

I.fT る. 2.土 圧3.投書T票庶4.そ 0 億 ク- pyの土圧公式r-1.6t/m, K鼠 しては静止土fE床革0-6を用いる.

上 部 工 i T fSI

コンク))-ド(RC)=ンク1)-[(PC)QCk-24○暫 ockF210L4

以上cck-3505f以上とする. 断面的K鹿渡たものLてつL̂てはJCk-ock-350L4 rLつレ､てはQCk早強コンクリートは別途協辞とする.主長話径はD13以上とする.i1侯佐用宅を便 8-25○合せる.Ⅴ】-1_0V}-I.0k○-0.2

艮 茄 SD30

集 材 SS41

●港北第 1地区模式地質断面図

1 港北第-地区鞄突横式断面図

T2面 下 末 盲 台

下木 D砂届

環高Md 地 突斬 TT

≒ _ 言 十 - ㍉ ∴J 所期t,-▲JV

= - i課 泥岩調 )≡≒≒≡≦ ∈ lYTrrr ,讐

面 図 例
/
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′3-4.付属構造物等

(1)階段 ･スロープ

【1/15スロープ】､ 【1/12スロープ】

a)幅員- -･･･設計寸法 2,50011以上 *B

内法有効寸法 2,000m以上 *B

b)勾配･････.･･儲 断勾配 6.7%(1/15)(1/12スロープの場合 8.3%)
桟漸勾配 2.0%の両折れとする｡

C)踊り場･--高低差 75011毎に 1,50011以上の水平面 (蹄場)を設ける｡

スロープの始終点前にも 1,500m以上の水平面を設ける｡+A

d)手摺等--両脚に手摺りを設ける｡*A
転落防止材の高さは路面より 1.2mとする｡

手摺りの高さは路面より0.80-0.85mとする｡

転落防止のため5011以上の地覆､または側壁を設ける.+A

設計推力は150kg/Tntとする｡

e)舗装･･ ･･-･･舗装はすべり止めを考慮する｡

【1/8スロープ】

a)幅員--･･･設計寸法 2,SOOT)以上 *E

内法有効寸法 2,00011以上 *E

b)勾配･･- -･12.0% (約1/8) *B
c)踊り場･･･-高さ 1,500n以内に 1,50011以上の水平面 (踊り場)を設け

る｡ *A
d)手摺等･ ･････1/15スロープと同じ｡

【1/4勾配スロープ付階段 (1/4階段)】

a)幅員･････････内法有数寸法 2,10011以上 *B

スロープ寸法 60011以上

b)勾配･･･--25.0%(1/4)叩

C)踊り場--高さ 3,00011以内毎に､直階段にあっては 1,50011以上､そ

の他の場合にあっては階段幅員以上の水平面 (鞠り場)を設
ける｡*B

d)階段･･ ･･･-･けあげ高 12.5-15.0cmの範囲*E

(通学路等学童の利用が多い場合は10.0-12.5cmの値とする｡)

e)手摺等-･･･1/15スロープと同じ｡

f)建築限界･-全幅点に対して高さ 2.5m以上確保する｡

【階段】
a)幅員--･- 1,500m以上 叩

b)蹴上げ･.-･15011以下 (やむを得ない場合 180n以下)+A

踏み面-･･･30011以上 ( 〝 26011以上)*A
踏み込み- 20m以下 +A

c)踊り場･･･-･高さ 3,000叫以内毎に､直階段にあっては 1,5007は以上､そ

の他の場合にあっては階段幅員以上の水平面 (踊り場)を設
ける｡ *B

7m以上高低差のある階段の執り場長さは､2か所に1か所

は 3.0m以上の長さを取る｡

d)排水･- --排水のため階段の両脚に排水溝を設ける｡

踏み面に1/30程度の排水勾配を付ける｡

e)地覆･･･-･･･階段の地覆幅 30cJn､高さ 10cmとする｡

f)手摺等--1/15スロープと同じ｡

【歩行者通路】

a)幅員･--･･･スロープ同様 2,000淵以上

b)勾配･---都市軸 ･-6.7%以下 (1/15)
回遊軸 一一一8.3%以下 (1/12)

【管理系車両用通路】

a)幅員- ･･････有効 3,000m以上

b)勾配･- -･-12.0% (約1/8)を基準とする｡

｡スロープ､階段等の計画に当たつての技術基準は＼下記の4つの基準を基に
して設定している○

･スロープ等...｢福祉の都市環境づくりマニュアル (横浜市)｣ *A

｢立体横断施設技術基準 .同解説 (日本道路協会).｣ *B
｢道路構造令｣ *C

･階段等.-.-..｢横浜市北部新都市第-地区及び第二地区土地区画整理事
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(2)自転車ネットワーク

① 駐輪場の位置との関係

.修正マスタープランでも自転車動線の見直しが行われたが､現在､公共駐輪

場の初期段階での計画がほぼ決定していることを考慮し､自転車動線計画を

右図のように修正する｡

･公共駐輪場の位置は本来､アッパータウンとダウンタウンそれぞれに設けら

れるべきであるが､第2地区ではアッパータウンから直接アクセス出来る公

共駐輪場の計画用地がなく､将来的には施設内に設けられるとしても､それ

まではダウンタウンの駐輪場を利用しなければならない｡

･このためにも､アッパータウンとダウンタウンの間の自転車での往来につい

ては､長距離の迂回が生じないよう､出来る限り自転車対応を考慮する｡

② UT､DT間の自転車処理について

.アッパータウンとダウンタウンの間の往来動線を各地区の東西でそれぞれ確

保し､自転車利用者の利便性を高めるようにする.

第 1地区棄 ･･-- G橋スロープ

第1地区西 -- C橋 1/4スロープ付き階投

第2地区東 -- Ⅴ橋階段を 1/4スロープ付き階段に変更

第2地区西 -･.･･T橋 1/4スロープ付き階段
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(3)機械昇降装置の導入
･都市軸を主体に機械昇降装置を導入し､新しい都心に相応しい整備を行う

･設置個所は､歩行者ネットワークや周辺宅地の状況から定めることとし､

公共用地内に設置する個所は､当面は駅前広場周辺とする｡

① 初期導入個所

i)導入の条件

･交通の結節点等､歩行者の密度が高い個所である｡

･アッパータウン､ダウンタウンとの接続部等､絶対高低差がある｡

･地下駐車場等公共的施設に憐接し､管理委託が行い易い｡

ii)導入個所と必要性

B:駅前広場 (27m)とダウンタウン (21m)との接続部で人の往来が多い｡

･絶対高低差が6mある｡

･駅前広場地下駐車場に隣接し､管理委託が行い易い｡

⇒エスカレーターを設置する｡

D:駅前広場 (27m)とアッパータウン (35m)との接続部で人の往来が多い｡

･絶対高低差が8mある｡

･駅前広場地下駐車場に隣接し､管理委託が行い易い｡

⇒エスカレーターを設置する｡

⇒地下駐車場のエレベーターをアッパータウンレベルまで上伸する｡

U:駅前広場 (21m)とアッパータウン (35m)との接続部で人の往来が多い｡
･絶対高低差が14mある｡ (駅前広場デッキレベルは27.5mで高低差は6.5m)
･駅前広場地下駐車場に隣接し､管理委託が行い易い｡

⇒エスカレーターを設置する｡

⇒地下駐車場のエレベーターをデッキレベルまで上伸する｡

② 将来導入検討個所

F:UT(35m).DT(27m)の接続部で､高低差が8mある｡

Q :業務ゾーンへの主要動線であり､高低差が 7.5mある｡

T:UT(35m).DT(22m)の接続部で､高低差が13mある｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3･基本計画条件 3-4･付属構造物等 3-10

(4)照明計画
'ここでは､タウンセンター歩行者専用道路橋における照明計画を検討する｡

･具体的にはー照明設置の方針､基準照度､灯具の仕様等についての検討を

行う｡

① タウンセンター歩行者専用道路橋照明計画の位置づけ､考え方
'タウンセンターの歩専連橋はタウンセンター歩専道ネットワークの一部である

と同時に､港北ニュータウン全体の歩寄道ネットワークの一部を構成する施設

である｡

･港北地区歩専道照明計画では､歩専道のランク分けとして､①タウンセンター

②駅前センター､③近隣センター､④一般部､の4レベルを設定し､タウンセ

ンターは､港北地区の中心として質 ･量ともに高位であるとしている｡

タウンセンターの歩専橋は大きく分けて､外周道路に架かる歩専橋と､センタ

ー内部に架かる歩専横の2種に分けられる｡

･特に外周道路に架かるものは､タウンセンターのゲー トであり､カジュアルな

空間からフォーマルな空間へ変化する場であるため､その照度や灯具のデザイ

ンには充分な配慮が必要である｡

② 照明設置の方針

1) ｢真 ｣の橋 (歩行者にとってゲー トとなる橋)

.タウンセンターの外周道路に架かる歩専橋は､タウンセンターへのゲー トとし

ての役割を持つため､その照明計画もタウンセンターのフォーマル性を演出す

るものとする｡

･照明は､高照度のポイント照明によって､歩専橋のゲー ト性を演出する｡

･照明器具本体もある程度のシンボル性を持たせたデザインとする｡

ii) r才子 )の橋 (歩行者ルー トのルー ト性を出す橋)

･タウンセンター内部の歩専橋は､歩行者空間の連続性を強調する場であるので

視覚的な連続性を演出する照明計画とする.

･照明は､低照度の低照明を短いスパンで配置し､光の連なりを演出する｡

･照明器具は､控え目でかつ質の高いデザインとする｡

⑧ 歩専橋照明設置基準

｢真 ｣の橋 r才子 ｣の橋

i)照度 ･橋詰は 201x以上とするo ･橋詰の危険度の高い所 (階段､

(平均照度) ･橋上は 101x程度とし＼平均 斜路)は15-201xとする｡

的に明るさを確保する○ ｡橋上は 101x程度とし､平均的に明るさを確保する.

ii)灯具の配置 ･原則として､灯具は橋詰に設け ｡橋上を照らす照明は橋詰に設け

る○ る○

･地区南北端の牛久保 .中川繰､ ･橋詰の階段等の部分は照度のば

新羽 .荏田線に架かるE､J橋 らつきを小さくするため､短い

は橋体中央に照明を設け､サイン性 .ゲー ト性を強調する○ 間隔で設ける○

iii)灯具 ･橋上の照明については道路照明 ･棉上の照明は左と同じ｡

で対応できると考えられ､歩専 ･センター内部の歩専橋の橋詰は

橋の照明は橋詰空間の照明と考 シンボリックな場となる所が多

える○ いため､その灯具はその場に相

･光顔は､水銀灯等鮮明な光の物 応しいデザインの物とする○

とする○ ･橋詰照明の光源は柔らかい光の

･灯具の高さは5m前後とする○ ものを使用する○

･灯具の材質は耐久性の高いもの ･橋詰照明の灯具の位置は出来る

を使用する○ 限り低く抑える○

(7ルミ9'イ和か､ステンレス等) ･灯具の材質は耐久性の高いものを使用する○ (同左)

iv)灯柱 ･灯柱の材質は耐久性の高いものを使用する○(コルテン鋼､亜鉛メッキ.ストルOP等) ･同左

∨)引込柱 ･コルテン鋼又は亜鉛メッキ.ストル ･同左

分電盤 ･亜鉛メッキ.スチール等

vi)供給電源 ･3相 200V ･同左



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3･基本計画条件 3-4･付属構造物等 3-ll

(5)排水計画

･ここでは､タウンセンター歩行者専用道路橋における排水計画を検討する

･具体的には､構面排水についての検討を行う｡

① 梼面排水

･横断方向は下図のように､2%の排水勾配を取り､地覆に沿って幅10cmの鵬溝

を設ける｡

･縦断方向は最低 0.5%の排水勾配を取り､橋梁の前後で排水する｡

② 階段､スロープ表面排水

･階段の槙断方向は特に排水勾配は取らないが､地覆に沿って側溝を設け､踏み

面に水潜まりが出来ないようにする｡縦断方向に1/30程度の排水勾配を取る｡

･階段最下部は､原則として排水桝は設けず､歩道表面排水とする｡

･スロープの表面排水は､榛斬方向に1%前後の排水勾配を取る｡

･スロープ最下部には排水溝､排水桝を設ける｡

･スロープのうち､折り返しがなく長大になるスロープについては､その途中に

排水桝を設ける｡





創 ヒ地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 3 1基本計画条件 3-5･惜別橋梁条件整理 3-13

3-5･個別橋梁条件整理

位 置周 辺 環 境 寺喬 台 (アバット)手薄 粧 T7(ビア) 構 体 棉 ｣二空 間 手喬 言吉 空 間 カ ラ - リ ン ク ー

中山弓仙田線 ●タウンセンターの ･構台の仕上げはタイル仕 ･ル- トの一般解は額単純 ･舗装はタウンセンター内 ●タウンセンターへのゲ- ●ルートカラー

西側を南北に走る幹線道路〇･幅員28m. 上げとする｡ C型桁であるが､センター地区区間は各々立地環境に刺したものとする｡ と同等とする. ト性を演出する. レッド系

C橋第-地区 ･北駅駅前広場入口 ･駅前広場へのサイン棟で ･駅前広場へのサイン橋と '梼中間部の,q明は道路照 ｡隣接するベデ下の自転車 ･駅のサインカラーである

のサインとなる梼 あるので､橋台は他と区 してV橋と対になる鞘単 明が十分明るいため､梼 置場との接続を考慮し､ シルバーを基調にする.
･歩行者にとってT 別して曲面で桂成する. 純抜桁橋とする. 語にのみ設ける. 斜路付階没を併設する｡ ･ルー トカラーは彩度の高

Cのゲートとなるサイン棒､ゲー ト ･夜間もサイン橋として目立つよう＼橋体下面と橋台を照らすブラケット照明を付ける. しこ_二.__上皿._____一･.｣ ･橋詰照明はゲー ト性を高める演出を行う. ･親柱付き○ いものとする.

W橋第二地区 ･絵合公国と地域体 地域体育鎗側は橋台処理 ･榎準解のバイプレPC中 ･連続性を演出する歩専柿 地域体育館側はペデ橋レ .エレメントを)レー トカラ

育館を結ぶ柿. とする. 空珠版橋とする. であるので＼照明は連続 ベルのデッキに対して接 -で塗装する○
･両 設の ぴつき 公団側は公園の言画 の低照度照明とする. 続させる

を強める橋○ と調整する○ ○シンボル道路からベデ橋までのスロ-プを整備する.

Q橋第二地区 ･南駅から業務地区 ･西側はペデと宅畳レベル ･標準解のバイプレPC中 ･橋上は連続性を出すよう ･南駅北口と業務地区間の ●エレメントをルー トカラ
へのゲートとなる歩専橋○ が同じであるため橋台処理とする〇･東側は幹線道路との往来を考慮し橋脚とする○ 空床版橋とする○ 照明等の計画を行う｡ ゲート空間となるよう､なスロープに囲まれた広場空間を創出する｡･長大なスロープは､アートギャラリーとして活性化させる｡ -で塗装する.'≡警萱草昌是坤

S橋第二地区 ･南新シンボル広場 ･両脚ともベデレベルで接 ･南新シンボル広場と業務 ･橋の幅員はベデ空間一杯 ･橋詰にはシンボリックな ●エレメントをルー トカラ

と業務地区とを結 続するため橋台で処理す 地区とを結ぶ歩行者が多 に確保し､シンボル広場 形態の照明を持つ親柱を -で塗装する.
ぶ歩専橋で､歩行 る｡ い橋であるので､特別な が西地区まで連続してゆ 設置し､特別な橋である

者にとつての連続性を出す. 形態を持つ橋体とする.･駅前広場へのアクセスとなる補助幹線間近の橋としてサイン性を出す. くような計画とする.･諸芸はシンボル広場と同材とする. ことを演出する.

K橋 ･第2地区アッパー ･幹線道路との往来を考濃 ･大黄橋状の形態に相応し ･スロープ付き階段によっ ･沿道の土地利用から自転 ●エレメントをルー トカラ

タウンの回遊軸と西地区を結ぶ梼･葦に対してはゲ- して橋脚処理とする｡ い梼迄を検討する｡適 ,hqJ適,一軒1日l/PH て自転車利用に対応する･勾配が一定でないため､階段の飢置には充分留意 車利用の買物客に対応出来るように､斜路付階段で計画する -で塗装する○
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位 置周 辺 環 境 寺喬 台 (7バット)橋 駐 P (ビア) 橋 体 寺喬 上 空 問 寺喬 言古 空 間 カ ラ - リ ン ク｡

佐江戸.北掴 緑 ●タウンセンターの ･橋台の仕上げはタイル仕 ･ルー トの一般解はPC下 ･諌装はタウンセンター内 ●タウンセンターへのゲ- ●ルー トカラー

東側を南北に走る幹線道路.･幅員28m. 上げとする. 格式単純桁橋であるが､センター地区区間は各々立地環境に則したものとする. と同等とする○ ト性を演出する○ パープル系

G橋慕-地区 ･第二地区シンボル ･ペデレベル同士を結ぶた ･駅前広場のサイン橋とす ｡センタ一歩専逆と同材の ●隣接する駐輪場用地に対 .エレメントをルー トカラ
広場と東側宅地と め､両側とも橋台処理と る○∴三A fL;て芹.■-I/tF- 常装とし､住宅地脚橋詰 するアプローチを橋詰に -で塗装する○

を結ぶ歩行者にとってゲー トとなる. する○ で見切る. 確保する○

A橋慕-地区 ･歴史博物舘と文化 ･区画道路と幹線道路を逆 ･歴史博物館の回廊とのデ ･歴史博物弦の回廊と同材 ･歴史博物館前面の回廊と ･エレメントをルー トカラ

財公国とを結ぶ橋 路レベルで結ぶため､歴 サイン的な整合性を取る 同 トーンの舗装材とする 合わせて､一体的な整備 -で塗装する○

･両施設の一体性 ( 史博物鐘側は橋脚処理と ｡手摺り等の詳細も出来る を行い､橋詰としての特

Ⅴ橋第二地区 ･車への第二地区駅 ･駅前広場へのサイン柿で ･駅前広場へのサイン橋と ･センタ一歩専道と同材の ･交差点が近く道路照明の ･駅のサインカラーである

前広場の入口サイ あるので＼橋台は他と区 してC橋と対になる鋼単 舗装とし､住宅地側橋詰 照度が高いため＼照明は シルバーを基調とする｡

ンとなる橋○ 別して曲面で構成する. 純鋲桁橋とする. で見切る｡ 橋詰に設ける. ●エレメントをルー トカラ

･歩行者にとつてはTCへのゲー トとなる.･掃本体は建設済○ ･夜間もサイン橋として目立つよう＼橋休下面と橋台を照らすブラケット照明を付ける. ■l■転出 画; 一‥/… 一;』｣.__こ_____.___L_!L .･.･.･.･.｣ -で塗装する｡

H橋第二地区 ･第2地区アッパー ｡区画道路と幹線道路を道 言 ∵ーht-虹 ≡惑 ･センタ一歩専道と同材の ●エレメントをルー トカラ



港北地区 .タウンセンタ-歩行者専用道路橋等基本計画 3 ･基本計画条件 3-5･個別橋梁条件整理 3115

イ立 置周 辺 環 境 ‡喬 台 (7バット)書面 脚 (ピア) 橋 体 キ喬 上 空 間 ‡寓 言吉 空 間 カ ラ - リ ン ク一

牛久保.中川線 ･タウンセンターの ･橋台の仕上げはタイル仕 ･ルートの一般解はPC単 i ●ルー トカラー北側を東西に走る幹線道路.･幅員20m○ 上げとする○ 組下箆棒である.盛 暑,___空l畠 ライけリーン系

E橋第-地区 ●タウンセンターの ･センター側は道路レベル･タウンセンターの分節点 ･橋上照明は道路照明があ ･外側は造成に合わせ階段 ●エレメントをルー トカラ

北の分節点となる の往来を考慮して橋脚処 としての特殊性を出すた るため設けない○ スロープを計画する○ -で塗装する○

橋○ 理とする○ め､-般解ではなく特殊 ｡歩行者にとつてのゲー ト

捕.銅線 ●タウンセンターの ･橋台の仕上げはタイル仕 ･ルー トの一般解は錦単純 ●ルー トカラー

南郷を東西に走る幹線道路〇･幅員20m○ 上げとする○ C型桁の構造である.｣∴ イエロー系

J梧第二地区 ●タウンセンターの ･センタ-側は萌在橋台と ･既に建設済o出 l ･楠中央部両側に照明がゲ ･道路 レベルでの往来が可 ･エレメントをルー トカラ

南のゲー トとなる なっているが道路 レベル - ト状に計画される. 能なように現況土破を計 -で塗装する○

橋○ の往来ルー トを確保する (現在は取付け基礎のみ) 画しなおす必要がある.

･橋､橋台､スロー 必要がある. Li≡1ヨ ･照明の配置によりゲー ト ･階段 .スロープの取りつ

プ､階段は蝶に計画されている○ ･センター外側は橋台処理とする○ 三＼:≡j- i 性を表現する. けは区画迂路手前までで収め､シンボル道路への横断は最小限としたい○

Ⅰ橋第二地区 ●タウンセンターと ･両脚共に橋台で建設され ･既に建設済.図G ･照明の配置によりゲー ト ･階段 .スロープの取りつ ●エレメントをルー トカラ
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(6)タウンタウン周辺

イ立 置周 辺 茸蔓境 ‡喬 台 (7バット)橋 粧T1(ビア) 橋 体 寺喬上空間 寺喬 言吉空 間 カ ラ - リ ン クや

ダウンタウン周辺 ●ダウンタウンから ･橋台の仕上げはタイル仕 ･橋体自体の意匠は控え目 ･舗装は隣接するベデと同 ｡UT/DT間のレベル差 ●エリ7カラー
アッパータウン等 上げとする. にし､歩行者空間の連続 等とし､歩行者空間の連 の処理と同時に､見晴ら ホワイト系
南北方向に向かう軸に位置する. 性に留意して計画する.･見上げの軽やかさにも留意する○ 続性を強調する. しの場としての設え方に留意した空間づ くりを行う.

B橋第-地区 ･第 1地区駅前広場 ･地下駐車場､駅前広場デ - - ･駅前広場とシンボル広場 ･エレメントをエリアカラとシンボル広場を結ぶ.･昇降装置のみ設置橋はない. ツ車と一体に造る. を一体的につなぐよう計画する. -で塗装する.

D橋第一地区 ･第1地区駅前広場 ･地下駐車場､駅前広場デ - - ･駅前広場からシンボル道 ●エレメントをエリアカラとダウンタウンを結ぶ.･昇降装置が主体となる. ツ皐と一体に造る. 路への見晴らしの場を用意する○ -で塗装する○

F橋第-地区 ･第 1地区シンボル ･シンボル広場側は橋台と ･メタル上路式単純梁橋と ･シンボル道路の舗装と同 ･シンボル道路からシンポ ●エレメントをエリアカラ

広場とシンボル道 なる. する. 掌の材料とする. ル広場への連続性と､シ -で塗装する○
路を結ぶ. ･シンボル道路側は橋脚処 ･シンボル道路へ渡る橋で ンポル道路への見晴らし

･核施設と接続出来る様な形態とする. 理とする. あるため,金属パネルで化性をしたメタル橋とする○ の場を設ける○

R橋第二地区 ･高速3.4号線の間に位置する.･南部から桂浜市施設への近道となる･地区間を結ぶコリダーの将来計画. ･両側とも橋台処理とする ･バイプレPC中空床版稀 ･ペデと同輩の材料とする ･将来のショッピングコリダーと連続出来るように計画する○ ●エレメントをエリアカラーで塗装する.

T橋第二地区 ･第2地区シンボル ･シンボル広場側は橋台処 ･メタル上路式単純梁楠と ･シンボル道路の詳墓と同 ･広場側はシンボル迂路方 ･エレメントをエリアカラ

広場とDTシンポ 理となるが､シンボル道 する. 質の材料とする○ 向への見晴らしの場を設 -で塗装する○

ル道路を結ぶ〇･DT偵如こ階段用地が確保されている 路側は橋脚処理とする. ･F橋同様､シンボル道路へ渡る橋であるため,金属パネルで化粧をしたメタル橋とする. ける〇･シンボル道路側には階段とエレベーターを設ける.

U橋第二地区 ･第2地区シンボル ･シンボル広場側は橋台処 ･バイプレPC中空床版梼 ･駅前広場デッキと同質の ･広場側は特に橋詰空間は ●エレメントをエリアカラ
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(1) A 橋基本計画 ③.基本設計､実施設計で官憲すべき事項

●留意事項

･歴史博物弦の回廊がRC達であるので､連続性 ･

統一感を出すためRC道とするが､重厚にならな

いよう意匠に留意する｡

第 1宴 ･梼休端部を薄くし､軽快さを出した橋体案｡

･橋体の厚みを中央部で薄 くし､回廊のデザ

インとの連続性を出す｡

第2案 ･回廊のアーチの厚みに合わせたデザインと

した案｡

･梧休を上弦材と下弦材に分割し､それぞれ

を薄くするようデザインする｡下弦材のア

ーチは回廊のカーブに合わせ､連続性を出

す｡

第3案 ･橋体側面に回廊のアーチを同じ厚みの例面

材をつけ､完全に回廊と同じデザインとし

た案｡

･側面の厚みが大きくなり道路から見た場合

に圧迫感が生じる｡

･橋休 ･橋脚の仕上げは歴史博物館の回廊の仕上げ

との続-感を損なわないようにする｡

･歴史公園側は長大な擁壁が計画されており､歩専

橋の施工よりも早いため､下部構造の取り合いに

ついて擁壁計画と充分な調整が必要である｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4 ･各棟の基本計画 (1)A柿
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(1)A 稀基本計画 ④･都市計画決定の変更等､従前計画からの変更理由

奉---｢泰郎 ■l 2Iワ
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●基本計画の変更理由

･歴史博物鐘と歴史公園の一体的な利用を考慮して

橋体の位置 .レベルを歴史博物鐙の回廊デッキに

合わせ､ペデ用地内から歴史博物鎗用地内に移動

させる｡

･歴史博物弦側の階段は､スロープをペデ用地内に

ゆとりを持たせて配置させるため､歴史博物館敷

地の北東角に公共用地を確保して､歴史博物館側

で整備する｡

- 提案変更線

一一一一一都市計画決定線又はこれまでの計画線





港北地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (2)C梼 4-6

(2)C 揺基本計画 (第 1案 ) ②･設計主旨

C 播 く第 1案 )

!＼･､＼ . 1-- F

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･C橋は､中山 ･北山田線を横断し､北駅シンボル

広場から西側住宅地とを結ぶ都市軸に位置し､北

駅駅前広場､核的複合施設に隣接する比較的アク

ティビティの高い歩専横である｡

｡また､駅前広場のサイン橋としての役割を持つ橋
である｡

【設計趣旨】

'駅前広場とベデのレベル差を利用して､西側住宅

地からの自転車バイク利用者に対応する2層の駐

輪場が計画されているが､これに接続する 1/4ス
ロープ付階段を歩専橋整備と合わせて整備する｡

｡棟桁の位置は､核的複合施設用地側に下水管の配

管スペースを確保するため､ 3.0m離して設ける｡

･橋桁の幅員は､都市軸であるので 6.0mとする｡

(都市計画決定の幅員 4.5mと異なるため､変更

の手続きが必要である｡)

.ベデと駅前広場の間のレベル差は､第1地区のデ

ザインテーマである 《水声を表現するため､ベデ

レベルから落ちる滝と池を計画する｡これに連続

する 1/4スロープ付階段は水の軽やかさを損なわ

ないよう､コンクリー ト構造物ではなく､鉄骨に

よる架構で軽快なものとする｡

･第 1案では､橋台から駐輪場までのベデ下は利用
しない｡

●キープラン





て[重蔓==コ I
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'(2) C 橋基本計画 (第 2案 )⑧･基本設計､実施設計で留意すべき事項

｢ L 表l Flll C 橋 (第 2案 )

●留意事項･歩専橋の建設時期は､駅前広場及び､ベデデウキの建設時期よりも先行的に行われるため､駐輪場とは独立した構造で計画しなければならない.このため歩専橋の計画敷地を駅前広場用地と民地の境界線の延長上とし＼それぞれの構造はこの線上でエキスパンションを取るよう計画する〇･1′4スロープ付階段はベデ構造物とは分離した､付帯構造物的に計画する.･1/4スロ-プ付階段の翻り蟻は駐輪場の2階への接続となるため､レベルを駅前広場レベル27.0m+3.0の30.0mとする.駐輪場の計画の際は2階をこのレベルとして計画する.･橋台はサイン橋として他と区別するため､前面を曲面で構成すると同時に､夜間のサイン橋として掃休下面と橋台を照らすブラケット照明を設置する.また橋脚は道路境界より2m後退させる〇･ベデの下も､駐輪場として利用できるように計画する.
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● ●

(2)C 橋基本計画 (第 2 案 ) ④･都市計画決定の変更等､従前計画からの変更理由

C 橋 (第 2 案 )

.r･TTi!l'.rLJr･
●基本計画の変更理由

原案 ･修正案で計画されていた 1/2階段は幹線道

路に歩行者を降ろす計画となっているが､駅前広

場と一体的に配置し､より利用しやすい施設とす

るため､駅前広場側に 1/4スロープ付階段を設け

る計画に変更する｡

･核的複合施設側の 3.0mは､地下に埋設される下

水道本管のメンテナンス車両の通行のための通路

とする｡

･橋体の絵幅員は､都市計画決定では 4.5mとなっ

ているが､都市軸上に位置する歩専橋については

不可能な場合を除いて 6.0mとする｡よって幅員

についても都市計画変更の手続きが必要である｡

IL 2e C. -主要

引 ○

- 提案変更線

一一一日 都市計画決定線又はこれまでの計画線



港北地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 14･各棟の基本計画 (3)E橋 4-12

'(3)E 梼基本計画 (第 1 案 ) ① 設計条件 【TC榔階段を｣△堅塵 とする案】

稀梁の位置づけ ●フォーマル梓 ●都市軸 下 ●構造形式 セ ｡橋脚 外 ･橋台
●ルート性 (牛久保 .中川線) ●ゲー ト橋 部 ●セット′ヾツク ン ●2m 榊 ●1m

工 ●基礎 タI側 ･杭基礎 ･杭基礎上 ●梼長 ●33.2m ● 付 ●階段 ●1′4階段 (第 1案の場合) '1/2階投 (既設)

部 ●幅員 (全幅) ●6.00m 尾 ●斜路 ●6.7Ⅹスロープ (101m) ●8.0Ⅹスロ-プ (競設)

工 ●設計荷重 'W-350kg′mz 構追物 ●EV,エス払う-● その他 0-●- ●-●-●構造形式 ･P C 単 純 中 空 沫 版 橋

●計画図 I.｣ =■.___一一 - 罰●ー｢M.
･15ヽ 〇
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (3)E掃 い 13

(3)E 梼基本計画 (第 1案 ) ②･設計主旨

･.･･.-司

E 掃 く第 1案 )

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･牛久保 ･中川線を榛断し北側住宅地とタウンセン

ターを結ぶ歩行者の主要動線となる｡隣接して′ヾ

ス侍がある｡

【設計趣旨】

･E橋は北側住宅地のペデレベルの動線を地区内へ

どのように降ろしていくかがポイントとなる歩専

橋である｡

･階段の位置は,敷地中心に配置し､沿進の施設の

ショップフロントを塞がないよう配慮する｡

･レベル差の処理は北駅方面へは 1/4スロープ付階

段をメインとし､バス停利用者に対応するための

階段を締り場から幹線道路まで設ける｡バス停脚

は1/15スロープのみ設ける｡

･センター側は道路レベルでの歩行者の往来を考慮

して､橋脚処理とする｡

･センター側のスロープは民地側の圧迫感を軽減す

るためデッキタイプとする｡
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(3)E 梼基本計画(第1 案 ) ③･基本設計､実施設計で留意すべき事項 ④･都市計画決定の変更等､従前計画か中の変更理由

hlr

Iuhll

[≡∃

i. 工 ..A:-I:長二･一_ L._‥ 之を

E 橋 (第 1 案 )

●留意事項

.バス停利用者等ペデ下を通行する歩行者に対する

圧迫感等を可能な限り軽減するようー橋脚､階段

等の計画を行う｡

･階段の柄り場から沿道施設への連絡は､修正計画
までの検討では可能な計画となっていたが､階段

全体を中央部に寄せたため､持ち出しのデッキが
ないと接続出来ない計画となった｡

実施設計に当たり､今一度公団と隣接宅地の地権

者と確縁しておく必要があろう｡
｡センター側の1/15スロープは､隣接する宅豊が道

路とはぼ同レベルであるため､デッキタイプとし

て出来る限り圧迫感を軽減するよう配慮する｡

●基本計画の変更理由

･修正案はベデ空間一杯に階投を計画し､隣接敷地
の建物への楠り場､歩専橋レベルでの接続が可能
なように計画されているが､ベデ下部分が暗くな

りショップフロントも塞ぐため､階段部分はペデ

中央に寄せ､民地側に接しないようにする｡

- 提案変更線

一一一一一一都市計画決定線又はこれまでの計画線
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(4)F 梼基本計画 く第 2案 ) ① 設計条件 【区画道路の槙断デッキを設けない案】

棟梁の位置づけ ●インターミディエイ ト梼 下 ●構造形式 シ シ
●都市軸 部 ●セットバック ン I ン

工 ●基礎 求′レ広 求′レ遭上●稀長- ●橋体 付●階投 ｡1′2階段部●幅員(全幅) 屈●斜路場 路I)工●設計荷重- 構●EV,エスオL'うー脚 ･公共用地での確保検討 僻追物●その他 ･地下駐輪場●構造形式- -
●計画図 ㌔?IIIt 'LirJ,M /ノ 岩- ≡
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港北地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (4)F梧
4-20

(4)F梼基本計画 (第 2 案 ) ②･設計主旨

F 寺喬 (第 2案 )

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･北駅北口シンボル広場とシンボル道路 ･核的複合

施設を結ぶ結節点であり､都市軸に位置する｡

･歴史博物緒方向からのビスタが通り､アイストッ

プとなる景観上重要な場所である｡

【設計趣旨】

･階段を主体に計画する｡

･自転車は隣接するG橋で対応出来るため､特に考

慮しない｡

･階段下に地下駐輪場を設ける場合は 1/4スロープ

付き階段を設ける｡

･第 1地区の公共空間設計のテーマは水であるので

階段部分に､水の流れや落水を計画する.

･車椅子利用者は公共敷地内では駅舎かG橋に迂回

しての利用となるが､隣接する施設に対して､公

開のエレベーター､エスカレーターの設置を要請

する｡

･補助幹線迂路の立体検断用歩専橋は､シンボル道

路桝から見た場合にシンボル広場へのゲートとな

るよう､シンメトリーかつシンボリックに創る｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (5)G橋 4-21

(5)G 橋基本計画 ① 設計条件

I
I
.
/

一
｢

橋梁の位置づけ ●フォーマル橋 .都市軸 下●構造形式 セ ･橋台 外 ･橋台
･ルー ト性 (佐江戸 .北山田線) ●副シンボル梼 部●セットバ ック ン ●2m 側 ●1m

･ゲー ト梼 エ●基礎 タI桝 ･杭基礎 ●杭基礎上●梼長●35.5m● 付●階段 ･1/2階段 ●1/2階段部●幅員(全幅)●6.00m 属●斜路 ･1/12スロープ(8.3%)(46.0m) 41/12スロ-プ(8.3鴛)(58.1m)エ●設計荷重eW-350kg/mt 檎●EV,Iヌカレーク- l.駐車場ビル内で確保 ･核施設内で確保

●構造形式 ･パイルかL'ワシングPC中空床板梼 追敬 ●その他

●計画図
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繕北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (5)G梼 4-22

(5) G 掃基本計画 ②･設計主旨

I.-IPh一一7L-1

i k = - ド - 一一一 十 - 十 ｢一一･千- .-1
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●設計趣旨
【周辺環境･立地特性】
･佐江戸･北山田線を境新し､
北駅北口シンボル広
場と東側住宅地とを結ぶ都市軸を構成する歩専強
の一つである｡

｡北側の隣接街区は公共駐車場が整備される｡
●佐江戸･北山田線にバス停が計画されている｡

【設計趣旨】
･佐江戸･北山田線を横断する橋体は､位置を北側
に寄せて､
南側宅地のショップフロントを塞がな
ようにする
｡
幅員は都市軸上であるので都市計画
決定の通り6mとする｡

･センター側の橋詰の締り場は北側の公共駐車場に
接続させ
､
公共駐車場のベデ僻に駐輪場を整備す
ることにより自転車利用者の利便性向上を図る｡

･センター側のレベル差の処理は､
歩専橋からシン
ボル広場へは1/12スロープと階段を中心に処理し､
スロープの折り返し部分からシンボル広場へショ
ートカットできる階没を設ける｡

･シンボル広場から佐江戸･北山田緑へは1/12スロ
ープのみで処理する｡

･センター外側は1/12スロープと階投で処理する｡
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(5)G 括基本計画 ⑧･基本設計､実施設計で留意すべき事項

･ :LT .しこ 1 二 L̀.Ji)nい11-1LV

●留意事項

･公共駐車場 ･駐輪場の計画にあたっては､締結部

分と駐輪場の接続は自転車利用者への利便性を高

めると共に､駐輪場内のエレベーターを24時間開

放し､身障者 ･老人が各レベルを往来出来るよう

十分留意する｡

･スロープの締り場とシンボル広場を結ぶ 1/4スロ

ープ付階段は､車椅子利用者の安全を確保するた

め下りの延長上には階段は設けない｡

｡スロープの勾配は､都市軸上であるので1/15とし

なければならないが､ベデ用噂に制約があるため

勾配を1/12として計画する｡
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (6)J禰 4-27

(6) J '梼基本計画 (第 1案 ) ②･設計主旨 ③･基本設計､実施設計で留意すべき事項

｢･t.elL･･1-I.---八一

!:1'=- ---て

≡=[夏蚕】-J≦蛋ぎ澄ざt--･:
th､.I_∴仁王講

J '寺喬 (第 1 案 )

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･南新南口から続くシンボル道路と地区外を結ぶ歩

行者の主要動線である都市軸に位置する｡

･駅前から南方へ抜けるビスタのアイストップに位

置する景観上重要なポイントである｡

【設計趣旨】

･両脚住宅地からの歩専橋の延長上にシンボル道路

へ降りる大階段を設け､区画道路をオーバーバス

する施設は設けない｡

･大階段はシンボル広場側からのビスタを考慮した

計画とする｡

･既存構造物の一部を改造し､地上レベルでのバス

停とタウンセンター地区内の歩行者動線を確保す

る｡不可能な場合には､南側公団用地に公開空地

として確保する｡

●留意事項

.地上レベルの往来は､既存構造物の一部を取壊し

ベデ用地内で確保することが最も好ましいが､既

に引渡しが完了している施設であり､対応が出来

ない場合は南側の公団所有地内に公開空地として

確保する必要がある｡

･大階段はシンボル道路のシンボル性､シンボル広

場からのビスタを考慮する｡
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ンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (6)J禰 4-30

(6)J 一橋基本計画 (第 2 案 ) ① 設計趣旨

.】.､ユDIT.=畦･dLL叫

i,}山 ->EJt払･帥 ･nJt中心■(
J '橋 (第 2 案 )

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

｡南駅南口から続くシンボル道路と地区外を結ぶ歩

行者の主要動線である都市軸に位置する｡

｡新前から南方へ抜けるビスタのアイストノブに位

置する景観上重要なポイントである｡

【設計趣旨】

･南側住宅地からの歩専橋のレベルを区画道路を超

えて核的複合施設と接続出来るよう延長する｡

･道路レベルへの階段をシンボル道路歩道内に設け

る｡

･シンボル道路側の橋脚の位置が地下鉄構造物の上

部となるため､基礎の計画には以下のような方針

が考えられる｡

①地下鉄構造物上に基礎が直接乗らないように鳥

居型の橋脚とするなどの工夫をする｡

②基礎のフーチングを大きく取り､荷重を分散さ

せる｡

｡上記のどちらにしても､榛浜市交通局との荷重条

件等の確認を行う必要がある｡

三 : ∴ _

日､



港北地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各楠の基本計画 (7)K梼 4-31

(7)K 棉基本計画 (第 1案 ) ① 設計条件 【大規模商業施設との接続を考凍しない案】

橋梁の位置づけ ●インターミディエイト

｡ルート性 (中山 ･北山田線)

●構造形式

●セットバッ

●基礎

●揺長

●幅員 (全幅)
●設計荷重

●構造形式 ･メタル単純板桁橋
付

属
構

造物

づレ加

地

段

蕗

HR
の
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そ

●

●
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1/4スロープ付階段 1/4スロープ付階段

-.. . 1Ifl.lF ｢fI
t二_∴_+_""." _.I.i_LL瀧 rM]lJlMllm ll]I

l

II/L,Fl'iI事∴ i+.t}l ∴

｢
_

_

I
...～



_

J

I

緋 地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4
各棟の基本計画 (7)K掃 4-32

(7)K 橋基本計画 (第 1 案 ) ②･設計主旨

K 才薄 く第 1案 )

●留意事項

･東側の 1/4スロープ付階段の下り口は､出来るか

ぎりベデのT字交善点内にはみ出さないよう考慮

する｡ (ベデの造成地盤高は階投島を考渡してFL
-40.0mに引き上げられた)

･大規模商業施設に対して､ベデ沿いに店舗のエン

トランスを設けるよう要措する｡ (ベデ側に駐車

場の出入口やサービスヤード等を設けないように

要請する｡)

･大規模商業施設から歩専橋に対してデッキをつな

げられるよう､橋体､階段の位置を南側の大規模

商業施設側に寄せて設ける｡

●基本計画の変更理由

･修正案は階段のみの往来しか想定していないが､
買物客等の自転車利用者が予想されるため､1/4
スロープ何階投として対応を図る｡

r手二二

夷 ㌔ 勤l卜

や√,

Li

- 提案変更線

････=都市計画決定線又はこれまでの計画線

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】
･中山 ･北山田線を横断し､第2地区の東西両ゾー

ンを結ぶ動線である｡

･西地区の隣接する南側街区に大規模商業施設が立

地するため､買物客等の利用が比較的多く想定さ

れる｡

【設計趣旨】

･買物客等の自転車利用者に対応するため､1/4ス
ロープ付階投による処理を行う｡

･1/4スロープ付階段としたため､ペデ用地内では

高さを登りきらないため､橋休自体をタイコ橋と

して車道のクリアランスを確保する｡

･橋体の位置は､南側の大規模商業施設側に寄せて

設ける｡全幅は 3.5mとする｡

･西側の橋詰は地上レベルでの施設との接続を考慮

して階段の長さが出来るだけ短く成るよう計画す

る.
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (7)K橋 4-34

(7)K 稀基本計酉 (第 2案 ) ②･設計主旨

K 梼 (第 2 案 )

′
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●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･中山 ･北山田線を横断し､第 2地区の東西両ゾー

ンを結ぶ動線である｡

･西地区の隣接する南側街区に大規模商業施設が立

地するため､買物客等の利用が比較的多 く憩足さ

れる｡

【設計趣旨】

･買物客等の自転車利用者に対応するため､ 1/4ス
ロープ付階投による処理を行う｡

･大規模商業施設側の締り場は､商業施設の2階 レ

ベルからの接続に対応出来るよう､ レベルを合わ

せて計画する｡

･橋体の位置は､南側の大規模商業施設側に寄せて

設ける｡全幅は 3.5mとする｡



港北地区 .タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本言†画 (8)L橋 4-35

(8)L 棉基本計画 (第 1案 ) ① 設計条件 【梧体の線形を曲線とした案】

棟梁の位置づけ ●インターミディエイト 下 ●構造形式 セ ･橋台 外 ･橋台
･都市軸 部 ●セットバック ン ｡1m 脚 ●1m

●ゲー ト梼 工 ●基礎 タ側 ･杭基礎 '杭基礎

上●稀長部●幅貞(全幅)工●設計荷重●30.0m ● 付 ●階段 ｡1/2階投

●5.50m 屈 ● '1/15スロープ (6.7冨) (92m)｡W-350kg/mz i ●EV,エカレイ-

追物 ●その他 ｡管理車両進入路 (27m)●構造形式 ･メタル細管桁橋(曲楠)

●計画図 S=1/300J
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糾 地区･タウンセンター歩行者専用道路楠等基本計画 4･各棟の基本計画 (8)L橋 4-36

(8) L 梼基本計画 (第 1案 )②･設計主旨

L 書斎 (第 1 案 )

L′1 '3

へ こ 〒 棄 i

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】
･業務関連施設ゾーンから西僻住宅地へとつながる

都市軸の西端部である｡タウンセンター外からの
グリーンマトリックスを受ける場所となる｡

･北側街区は警寮署､南側街区は区役所となってお
り､緊急車両のベデへの進入口として位置づけら
れている｡

【設計趣旨】

･梼体の幅員は 5.5mとする｡

･歩専橋レベルと西側ベデレベルの高低差約5mを

降ろすための長大なスロープを敷地一杯に大きく

廻し､囲まれた小広場を創出する｡

･スロープの酉端部はタウンセンター外部から来た

場合のゲートとしての役割を持たせる｡

･東側のスロープでBflわれた部分は植栽を施し､緑

陰を花々を見なから行き来出来るよう設え､グリ
ーンマトリックスをタウンセンター内に連続させ

るよう計画する｡

･小広場に面したスロープ下の壁面には､ショウウ
ィンドウや掲示板を設け､ギャラ7)-プラザとし

て利用出来るようにする｡

■二
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(8) L 稀基本計画 (第 1 案 ) ⑧･基本設計､実施設計で留意すべき事項

L 掃 く第 1案 )

1
-

〇
･1
-

-

○

-∫

-.･.--._

●留意事項

･隣接敷地沿いに設けたスロープがペデ沿いのショ

ップフロントを殆ど閉ざしてしまうため､スロー

プの下を行き来出来るように設える｡ (全面的に

は設けない)

･グリーンマトリックスからの緑の連続性を出すた

め､西側から高木の連続植栽を行う｡

･高木の下は毛木､地被類ですっきりと覆う｡

･補助幹線道路に面する構造物は､1m後退させる｡

･橋体の幅員は､センター側歩専道の幅員 9.0mか

ら管理車両用スロープの幅員 3.0mと地覆分 0.5
mを除いた 5.5mとする｡
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港北地区･タウンセンタて歩行者専用道路柿等基本計画 4･各橋の基本計画 (8)L梼 4-41

(8)L 掃基本計画 く第 2案 ) ② 設計趣旨

L 才喬 (第 2案 )

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･業務関連施設ゾーンから西側住宅地へとつながる

都市軸の酉端部である｡タウンセンター外からの

グリーンマトリックスを受ける場所となる｡

･北側街区は警察署､南側街区は区役所となってお

り､緊急車両のベデへの進入口として位置づけら

れている｡

【設計趣旨】

･橋体の幅員は1案同様 5.5mとする｡

･1案は橋体を3次曲面で構成していたが､橋体に

かかる費用がかさむことが考えられるため､直線

状 (2次曲面)に変更した｡

･このため東側 (駅寄り)の橋台の位置が南側に移

勤し､管理車両用スロープが北側となった｡
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(9)M 橋基本計画 ⑨.基本設計､実施設計で留意すべき事項

l

●留意事項

･橋体の構造はバイプレPC中空床版とし､スレン

ダーな梼体により､業務ゾーンの都市的なイメー
ジを高める｡

･謙墓等仕上げ材は､歩専道の連続性を高めるため

歩道と同等の仕上げとする｡また､車両の通行に

耐えられる材料が使用出来るよう､仕上げ材の厚

みに配渡した設計とする｡

･手摺りは､出来る限り目立たないように意匠に留

意する｡細い材料や透視性の高い材料を使用する｡

･基本計画からの変更はない｡



1【 港北地区 .タウンセンター歩行者専用道路橋等基本言†画 4.各橋の基本計画 (10)N棟 4-45

LI 】I1T ●● ●■(10)N 梼基本計画 ① 設計条件

l 締梁の位置づけ ●インターミディエイト橋 下 ●構造形式 捻 ･梼台 捻 ･橋台

部 ●セットバック 合●1m 令●1m

工 ●基礎 柄院側 ･杭基礎 公団側･杭基礎上●梼長●19.0m ●橋体 付 ●階段 ･1′2階段 ･1/2階投部●幅員(全幅)●6.00m 屈 ●斜路

エ●設計荷重'W-350kg′mz 構追物 ●EV,エカレイ-●その他 ･管理車両用斜路(12,5完)(33.3m)●構造形式 ･バイ九かL,.ブシングPC中空沫板橋

●計画図 回 -｢∈ 書 等 享 等 tdW ｢ 毎 S=1/500
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(10)N梼基本計画 ②.設計主旨

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

｡M株から続き､縫合公国に至る歩専橋である｡

｡絵合公園､絵合病院に隣接する｡

｡縫合公園の入口となる橋である｡

【設計趣旨】
｡N橋は業務ゾーンに架かる4橋の内の1橋である

ので､M梼同様､連続性に留意した歩専橋とする｡

｡歩行者の迂路への接続は階投のみとする｡

｡区役所柵に管理車両の導入路を設ける｡
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(ll)(⊃橋基本計画 ②.設計主旨

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地条件】

･南駅北口 ･ビジネスコアと捻合公園 ･絵合病院を

結びつける歩専橋である｡

･東側に隣接する宅地には､ビジネスコアが立地す

る｡

【設計趣旨】

･業務ゾーンに位置する4橋は､外周の歩専橋と違

い､歩専道レベルでの結びつきを強く意識させ､

歩専道の連続性を強調するべき歩専橋である｡

･o橋は､歩行者の道路レベルへの接続は階段のみ

とし､東側ビジネスコア側に管理車両の導入斜路

を設ける｡
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(ll)C鳩 基本計画 ③･基本設計､実施設計で官憲すべき事項

●留意事項

･橋体の構造はバイプレPC中空沫版とし､スレン

ダーな橋体により､業務ゾーンの都市的なイメー

ジを高める｡

･諸芸等仕上げ材は､歩専道の連続性を高めるため

歩道と同等の仕上げとする｡また､車両の通行に

耐えられる材料が使用出来るよう､仕上げ材の厚

みに配慮した設計とする｡

･手摺りは､出来る限り目立たないように意匠に留

意する｡細い材料や遠視性の高い材料を使用する｡

･基本計画では管理車両対応としていたが､管理車

両導入斜路で対応出来るため､歩行者対応に変更

する｡
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(12)P 橋基本計画 ②･設計主旨

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地条件】

･南駅北口 ･ビジネスコアと組合公園を結びつける

歩専橋である｡

･南側に隣接する宅地には､ビジネスコアが立地す

る｡

【設計趣旨】

･業務ゾーンに位置する4棒は､外周の歩専橋と違

い､歩専道レベルでの結びつきを強く意識させ､

歩専逆の連続性を強調するべき歩専橋である｡

･p棒は､歩行者の道路レベルへの接続は階段のみ

とする｡



港北地区 .タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (12)P梧 4-53

(12)P 橋基本計画 ⑧･基本設計､実施設計で留意すべき事項

_dlt二叫翠_

l如 ･- H/ZCO l

lb- 也 " ,抑 l
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●留意事項

･橋体の構造はパイプレPC中空尿版とし､スレン

ダーな橋体により､業務ゾーンの都市的なイメー

ジを高める｡

･舗装等仕上げ材は､歩専道の連続性を高めるため

歩道と同等の仕上げとする｡また､車両の通行に

耐えられる材料が使用出来るよう､仕上げ材の厚

みに配慮した設計とする｡

｡手摺りは､出来る限り目立たないように意匠に留

意する｡細い材料や透視性の高い材料を使用する｡

･基本計画では管理車両対応としていたが､管理車

両導入斜路で対応出来るため､歩行者対応に変更

する｡

･総合公園との取付きレベルを調整する必要がある.
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(13)Q 梼基本計画 (第 1案 ) ① 設計条件
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(13) Q 橋基本計画 (第 1案 ) ②.設計主旨

Q 橋 (第 1 案 )

ー｣1-1

r T rT ｢｢ A ､''.:i .-'-,｢

コ
~□=⊃̀=コロ̀=コ
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●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･中山 ･北山田線を槙断し､南駅とビジネスコアを

結ぶ結節点となる｡バス停に隣接する｡
【設計趣旨】

･都市軸ではないが､ビシネスコア利用者等かなり

の歩行者通行圭が予想されるため橋体全幅は6m
とする｡

･また､東側の橋詰には､階段 ･スロープと合わせ

て､エスカレーターが設置出来るよう計画する｡

･橋詰のペデ用地がスロープと階段による単なる昇

降処理のためだけの場所でなく､都市の中の小広

場的な空間とするため､スロープを外周に大きく

巡らせた､囲まれた広場を創る｡

･スロープを支える構造壁にショーウィンドウを設

置し､様々な展示が行えるようにする｡

･ビシネスコ7脚のスロープは､植栽を施した光庭

を巡るように設ける｡

･橋体はスレンダーなシルエットとなるバイプレP

C中空床版橋とする｡
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(13) Q 棉基本計画 (第 1 案 )･◎ 基本設計､実施設計で掛 =留置すべき事項 ④･都市計画決定の変更等､従前計画からの変更理由

Q 橋 (第 1案 )
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●基本計画の変更理由

･南駅伐は ､橋詰の階段スロープ用地が幅員16mで

用意されているが､原案 ･修正案では有効に利用

されていない｡昇降のための搬能以上の付加機能

を持たせ､長大なスロープを行き来することが苦

痛とならない計画とする｡

･ビジネスコア桝は､階段を北側に移動してスロー

プと別々に設ける様にした｡

●留意事項

.スロープと階段を狭い空間に納めるため､どうし

ても暗く重苦しい空間になりがちであるので､そ

の雰囲気を感じさせないよう､明るく軽快な空間
となるようディテールを換討する必要がある｡

特に手摺りの意匠や､スロープ ･階段の構造体の

端部のデザインには充分留意する｡

.ビシネスコ7側のスロープは南側に配置し､スu

-ブの取り廻しも､中心の植栽を巡るように計画

する｡

･東側のスロープは中央の広場を出来るだけ広 く取

るため､出来れば官民境界一杯に設けたいが､民

地脚の施設への圧迫感等をするため､民法上問題
ない50cmを境界線より離して設けることとする｡

･Q楠は南駅とビジネスコアを結ぶ重要な動線上に

あり､歩行者通行葺も多いものと想定されるため
ェスカレークー等の機械による昇降装置が設置で

きるようにスペースを開けておくようにする∧

- 提案変更線

=-･都市計画決定線又はこれまでの計画線



タウンセンター歩行者専用連絡橋等基本計画 4.各棟の基本計商 (13)Q梼

(弟 1案 )
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(13)Q 揺基本計画 (第 2 案 ) ① 設計条件

挿梁の位豆づけ ●インターミディエイト 下●構造形式 釈 ･掃台 ど ･梼台
･ルート性 (中山 .北山田線) 部●セットバック 榔 ●2m ジ ●2m

エ●基 ･杭基礎 ネスコ ･杭基礎上 ●梼長 ●42.6m ●梼体 付●階段 ｡1/2階段 ｡1′2階投

部 ●幅員 (全幅)eLrLユ ●6.00m ( 屈●斜路 ･1/8スロープ (53m) ア ｡1/15スロープ (136m)

工 +謀計何重 ･W-350kg/m 構追初 ●EV,エスカレイ-●その他 ･エスカレーター対応●- - 脚 ●-●-●横道形式 ●
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(14)R 掃基本計画 ① 設計条件
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(14)R 梼基本計画 ②･設計主旨

II-由 J･./.OOi

r空 も_LP L- - ふ 1

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】
･第2地区北部の高速3号線と4号線の高架に挟ま

れた位置にあり､補助幹線道路を横断する歩専橋
である｡

･鉄道高架間のペデルートをつなぐ橋であり､将来

第 1地区とを結ぶ歩行者ルートの一つとなる｡

･南駅北口から第2地区北端の横浜市施設への連絡

動線となる｡

【設計趣旨】

･歩専道のレベルが道路レベル+3mであるので､

補助幹線道路の榛断はスロープで立体横断する､

たいこ橋状の歩専橋とする｡

･補助幹線道路への車椅子利用者の往来は､3号線

脇の区画道路を経由するものとし､階段処理のみ

とする｡
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(15)S 梼基本計画 ① 設計条件

稀梁の位置づけ ●フォー マル橋 .都市軸 下 ●構造形式 北 ･橋台 南 ･梼台
りレー ト性 (中山 .北山田線) 部 ●セットバック 脚 ●2m 榊 ●2m
･副シンボル 工 ●基礎 ･杭基礎 ･杭基礎上●揺長●37.3m●橋体 付●階段 ●1/2階段 ｡1′2階段部●幅員(全幅)●13.0m 尾●斜路 ●- ●- .

工●設計荷重●TL-14 i追物●EV,エスbL,一夕-●その他 ●-●- ●- .● -.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･...●構造形式 ･トラス橋
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(15) S 楠基本計画 ②.設計主旨 ⑧.基本設計､実施設計で留意すべき事項

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･中山 ･北山田線を槙漸し､南駅南口シンボル広場

から酉脚の行政関連ゾーンに至る主要歩行者動線
である都市軸に位置する｡

･核的複合施設､絵合公園､行政関連施設等の利用

者で賑わう､第2地区で最もアクティビティの高
い歩専橋である｡

【設計趣旨】

･シンボル広場と区役所前広場を一体的につなげる
ため､橋体の軸を歩行者動線軸に合わせ､かつ幅

員をペデ空間を最大限に生かして確保する｡

･ペデと幹線道路レベルを結ぶ階段は中央部に設け

る｡

･橋体の構造は､S橋がタウンセンターの歩専橋の
中でもシンボル的なものとなるため､構造的な形

態を考慮した橋とする｡

●留意事項

･シンボル広場と区役所前広場を一体的に結び付け

る歩専橋であるので､謙装材等の仕上げはシンボ

ル広場､ベデの舗装材と異ならないように調整す

る｡
･橋体のデザインは､S橋がタウンセンターのシン

ボル橋としての役割を担う稀であるので､構造が

デザインとして主張を持つよう計画する｡

｡デザインはシンプルで奇抜にならないようにする｡
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(15)S 梼基本計画 ④･都市計画決定の変更等､従前計画からの変更理由

●基本計画の変更理由

･基本計画では橋体を架ける方向が中山 ･北山田線

に対 してはば直角であったため､ペデレベルでは

歩行者動線の線形とのずれが生 じていたが､シン

ボル広場から区役所前広場まで一体的な歩行者大

通り空間を創出するため､橋体の軸を歩行者動線

の方向と一致させ､更に幅員をペデ用地一杯に拡

幅する｡

･橋体の全幅は､最大16mとなるが一部宅地形状の

変更が必要となるため､都市計画変更の必要がな

い13mとする｡ (次ページ参照)

･橋体の拡幅に伴って､幹線道路への歩行者の連絡

はペデ用地の端からペデの中心部分へ移動する｡

- 提案変更線

一一一- 都市計画決定線又はこれまでの計画線
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タウンセンター歩行者専用連絡橋等基本計育 4.各棟の基本計画 (15)S梼 4-66



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4 ･各橋の基本計画 (16)T橋 4-67

(16)T 橋基本計画 ① 設計条件

棟梁の位置づけ ●インターミディエイ ト橋 下 ●構造形式 シ ･橋脚 シ ･橋脚
･都市軸 部 ●セットバック ン ●1m ン ●1m

工 ●基礎 求ノレ広 ' (杭基礎) 求ノレ遭 ｡ (抹基提)上●横長 ●52.0m ● 付 ●階段 ･1/2階投 ･1/2階段

部●幅員(全幅)●4.50m 屈 ●斜路 鳩 路

工●設計荷重 ･W-350kg/mI i追初 ●EV,エ二相レうー●その他 桝l 脚 ･EV設置検討●構造形式 ･メ タ ル 単 純鋲桁橋

+計画図

侶定一=虹.///Ilii



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4.各橋の基本計画 (16)T橋 4-68

(16)T 梼基本計画 ②.設計主旨

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･南駅南口シンボル広場とダウンタウンのシンボル

道路を結ぶ結節部である｡

･高低差が13mあり､タウンセンターではU橋に次
いで大きい｡

･シンボル道路からのアイストップとなり､景観上
重要な位置にある｡

【設計趣旨】

･階段が中心となるが､自転車での往来も考慮して､

1/4スロープ付き階段も併設する｡

･都市緑地を傾斜のある広場とし､これを中間レベ

ル (31.0)とし､都市緑地との往来を可能にする｡

･都市緑地からシンボル道路へのビスタを確保し､

見晴らしテラスを設ける｡

･締り場のレベルは隣接宅地との接続を考落したレ

ベルとする｡

･階段下に地下の駐輪場を換討する｡車椅子の利用

者は､駐輪場に併設したエレベーターを利用出来

るようにする｡

･駐輪場が出来ない場合は隣接する施設内のエレベ

ーター ･エスカレーターを公開の施設として計画

するよう要請する必要がある｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (17)U梼 4-69

(17)U 梼基本計画 ① 設計条件

棟梁の位置づけ ●インタ-ミデ ィエイ ト掃 下●桂造形式 シ ･橋台 シ ●梼脚部●セットバック ン ●1m ン ●1m

工●基礎 求′レ広 ･杭基礎 求′レ遭 4杭基礎上 ●拝島 ●28.0m ●梼体 付●階段 ●1/2階投 ･駅前広場側で整備
部 ●幅貞 (全幅) ●6.00m 屈 ●斜路 - 場 賂

工 ●設計荷重 ･W-350kg′rrT 構追物 ●EV,エス加づ-●その他 側 側 ･駅前広蟻側で整備●横道形式 ･liイプレかhシンクPC中空床板梼

●言シ十両図 書宅 t[≡≡ 司 ＼... iIII日 iil~ l S=l乃00i､---.＼ ｢-_T 耳＼＼ ＼ 口Ⅲ附巨nHⅢ冊州 側紺‖Ⅲ服1

守J＼L L.‥% !品L '..A_,z r誌lJ L蛋J.タ.如 bt A.9.b Jl 聾j

熟 .上 山 zL .& ,iZWi∫ ‖ 冊 帖 回I

J 声 ;二二ji JF f ＼ゝ 1

i】;I 旧 i



港北地区･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 41各棟の基本計画 (17)U楠 4-70

(17)U 橋基本計画 ②.設計主旨

●基本計画の変更理由

･基本計画 (修正マスタープラン)では､シンボル

広場と駅前広場の車椅子での往来は想定されてい

なかったが､今回の検討では､駅前広場側にエレ

ベーターを設置することで､車椅子利用者の往来

を可能にした｡

･これに伴い､シンボル広場脚の高低差処理は､東

側の低い所からスロープを設けることで歩専橋の

橋詰までスロープで処理する.シンボル広場への

ショートカット･ルートには､階段を設ける｡

･歩専橋の位置は､ブラザビルの敷地に沿って水道

の本管が敷設されるため､東側に移動させ､構造

物を上に作らない｡

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】

･2地区駅広とシンボル広場を結ぶ結節点となる｡

･高低差が21mから35mと14mあり､センター最大
のレベル差となっている｡

【設計趣旨】

･14mの高低差を､車椅子使用者や老人をどのよう

に往来させるかが重要な場所である｡

･シンボル広場から歩専締までは階段とスロープに
より降ろす｡

･歩専橋自体も緩いスロープとして出来るだけ高低

差を稼ぐようにする｡

･駅前広場脚の取付きレベルは､道路クリアランス

だけを考えて+6m程度に設定すると､将来ブラ

ザビルに接続する場合に､2階と3階の中間レベ

ルとなるため新たな階段 ･スロープが必要となる｡

･よって取付きレベルはブラザビルの3階レベルへ

の接続を前提に計画する｡ (詳細は次ページ)

･U橋では自転車の往来には対応していないため､

隣接するⅤ橋の階段を 1/4スロープ付き階段に計

画変更する｡ (Ⅴ橋の項参解)

･橋体の幅員は 6.0mとする｡







港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (18)W棉 4-73

(18)W 梼基本計画 (第 1案 ) ① 設計条件 【スロー7㌧ 階段用地を確保する案】

橋梁の位置づけ ●インターミディエイト橋 下 ●構造形式 構 ･橋台 絵 ･橋第
･ルー ト性 (中山 .北山田線) 部 ●セットバック 顔 ●2m 令 ●2m

工 ●基礎 市施設 ' (杭基礎) 公園脚 ･.(杭基礎)上 ●梼長 ●34.0m ●橋体 付 ●階段 ･ 1/2階投 ｡縫合公園内で確保

部 ●幅員 (全幅) ●6.00m 屈 ●斜路 用 ･ 1/12スロープ 8.3%(76.5m) ･絵合公園内で確保
工 ●設言†荷重 'W-350kg/m' 構 ●EV,エスカレ-+- 也 ≡.絵合公園内での確保検討

追物 ●その他 側 '縫合公園との接続

●言†画図～辛 tI ;:.:】 li 】 山田可 ～l l 霊 鵠 霊 長 宗 =i 批 皿仙 州 L ＼ LTAiI7占

l H 刷 N..!塁∃

TIOLZt｣リ ･百 二 7 T B些 空 軍一一一 ｢ ｢ - ｢ 盲すp - ｢ ｢ ｢ 竺 ｢ -｢ t-1- -FP



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (18)W橋 4-74

(18)W 橋基本計画 ②.設計主旨

W ‡喬

iiiii】
ヨ喜⊆岩岩1
日

甘
一一一一一一一一-L-

r3li3

闇 e喜

･シンボル道蕗から中山 ･北山田線まで緩やかに登

るスロープを設け､シンボル道路から絵合公富へ

の歩行者の円滑な動きを確保する｡

･中山 ･北山田線との連絡を確保するため､ペデ用

地内で階段を設ける｡

ノ
斗1---.=･･- -atr -1迩†一一一一-

JA7tZ

B 案 (上ヒ較 案 )
･スロープの幅員を出来るだけ広く取り､シンボル

道路と絵合公園とのつながりを強くした案｡

･中山 ･北山田線との階段をベデ用地内に設けてい
ないため､地域体育縫用地内で対応する必要があ

る｡

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地条件】

･中山･北山田線を境断し､捻合公国と地域休育鎗

とを結ぶ歩専橋である｡

･修正マスタープランでは歩専橋としては計画され

ていなかったが､捻合公闇と地域体育館の一体的

な利用を図るためにも､歩専橋としてマスタープ

ランの中に位置づけ､新たに検討するものである｡

【設計趣旨】

･J'柿の計画変更に伴い､スロープ用地171.17mt
をW柿のスロープ･階段用地として利用すること

により､W橋の利便性を高める｡

･縫合公園と､地域体育鎗 ･シンボル迂路を結びつ

け､いかにスムーズに人の動きを誘導するかが大

切となるため､シンボル道路側から歩専橋までの

スロープを設ける｡

･検討は2案を比較したが､中山 ･北山田線沿いに

階段を設け､幹線道路利用者にとっての利便性を

高めたA案を採用する｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (18)W構 い 75●●
(18)W 橋基本計画 ⑧･基本設計､実施設計で留意すべき事項 ④.都市計画決定の変更等､従前計画からの変更理由

rJ/+././I/ ㌔′ノ// ～】 I

二 7一 ZZ ∫ 令ct ,.,0.̀E,/, 銅 悪心 石

l ll ,:ト" 1 IJ
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●留意事項

･J'橋の計画変更に伴う171.17mtの余剰敷地の配

置は､スロープの幅員と長さ､階段の位置と幅員
等から左図のA案の通りとする｡

･長大なスロープとなるため､地上レベルでの通り
抜け､圧迫感の低減に留意する｡

･スロープから地域休育鐙への接続に留意した細部
計画を行う｡

･スロープの幅員は出来る限り広く取る｡

●基本計画の変更理由

･修正マスタープランではペデネットワークの一部

としての位置づけはされておらず､歩道橋の提案

がなされていたが､この位置での幹線道路の横断

は､他の歩専橋と比較してもその重要度は高いと
判断出来る｡

･修正マスタープランの現況では､歩専橋を設ける

ためのスロープ ･階段を設ける敷地の余裕がない

が､J'棟の計画変更に伴い余剰敷地は生じたた

め､ これをW橋のスロープ ･階投用地として活
用する｡



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各橋の基本計画 (18)W梼 4-76
■.- ●●
I(18)W績基本計画 (第 2案 ) ① 設計条件 【スロープ ･階段用地を買況ベデ用地内で確保する案】



港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (19)Ⅴ橋 4-77

(19)V 捕基本計画 ① 設計条件

締資の位置づけ ●フォーマル橋 (既設) ●駅前広場サイン橋 下 ●構造形式 セ ….梼台 外 ｡橋脚
･ルー ト性 (佐江戸 .北山田線) ●都市軸 部 ●セットバック ンt.1m 側●1m

工 ●基礎 タ ;.杭基礎I ｡杭基礎上●横長●34.0m●梼体 付 ●階段 脚;.1/2階没-1′4スロープ付階段 ･1/2階段部●幅員(全幅)●6.00m 屈 ●斜路 )lI- ●- 一一.-

工●設計荷重｡TL-14 構追物 ●EV,エスhL,づ-●その他 I･●.-l･●--lII ●一･･･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.●-●構造形式 ●
●計画図

竿 ;ン芸 広場方向から来た場合の利便性編 め ニ ー皿 -T -- ,- -q78 上 ､

A/;､L.:;㌔i.I るため､上部にした案.g ;j 戦雲 ∃ ､.L.一一_- ∵∴守 宅蕎I.1 ,L.ヽ'ヽ.I-1:の 1/4スロ-プ付き階段)滑 子 ｢篭 ぶlO__ー_7.._ へI:I;:-tkl../,~1t_{-<:i-.;iTSiTi J,∫ … 方向 嘉 毎 競 I-1.:.)..1こ.t,,;,t,I:.T ヲ:lt三 1.W;i;,L,.I..=--i;,--ン._≡漂 撃/ー＼てこ､++ .善 事 -.三 針 b //;J';I(:I-～,譲 襲 撃 撃 撃 …⊥ 1-㌧ 30表 駈圭 ~ 王 手 十 ∵ ∫-='-/ //I -/滞.:T l.// I/// 巨 頭､'07JG2タン一 一一J一-.- Il



港北地声 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 4･各棟の基本計画 (19)V揺 4-78

(19)Ⅴ 棟基本計画 ②.設計主旨

夢 2案

●設計趣旨

【周辺環境 ･立地特性】
｡2地区南駅南口シンボル広場と西側住宅地を結び

タウンセンターへのゲートとなる歩専橋である｡

･北側に駅前広境があり､駅前広場へのサイン梧と
なる歩専橋でもある｡

【設計趣旨】

･Ⅴ棟は既に実施設計の終了している歩専橋で､橋

体､梼台の施工もほぼ終了している｡

･実施設計では道路との高低差処掛 ま階段のみとな

っているが､自転車利用者の駐輪場利用に対する

利便性を考慮して､これを 1/4スロープ付き階投
に変更する｡

･これらのスロープ周りは､コンクリートの直擁壁

で仕上げるのではなく､緑化擁壁や土破処理とし

て､圧迫感の低減と緑化によるうるおいの形成を
図る｡

･ここでは3案検討した｡

･第 1案 ‥橋方向とシンボル広場方面石両方面盲の連
絡性を高めた案｡

第2真 :最もコンパクトに階段を納めた案｡

第3案 :折り返し階段の擁壁となる部分を緑化擁壁
とし､うるおいを持たせた案｡



タウンセンター歩行者専用連絡棟等基本計画 資 料 1.境斬歩道橋､歩行者専用道路橋と隣接宅地との接続 曳-1

① 薪本牧地区､マイカル本牧前ベデデッキ

【施設概要】

･道路を挟んで立地する5枚の施設を2階レベルで結びつけるベデネットワーク｡

･施設側のエレベーターをペデデッキの近くに設けさせ､身障着用施設として公
共に公開させている｡

【経緯 ･管理等】

･建物に接するペアは歩行者専用道格の扱いであるが､当初は迂路榛断部分は道

路占用物として考えられていた｡しかし､ ■緑と洋銀の巡りiF 整備構想に乗

せて公共的な施設として位置づけた｡

･費用負担はマイカル本牧が行い､横浜市に移管している｡

･エレベーターの公共的な使用を担保するため､境浜市と商業ビル所有者との間

で､民法に基づく .使用賃貸契約刀を 4新本牧センター地区歩行者通行施設に

関する契約書》として締結している｡ (横浜市では最初)

⑧ 桜木町駅一一関内方面ベデ梼

【施設概要】

･桜木町駅から大岡川を渡り関内方面へ向かうベデ橋の関内仰の昇降部｡

･民間の立体駐車場の角に設けられた階段に接続している｡

【経緯 ･管理等】

･横浜博宝金の開催に合わせて､立体駐車場整備と歩行者動線の確保のため設け

られた橋梁である｡

･関内側は歩道にゆとりがなく､道路用地内に階段を設ける余裕がなかったため､

駐車場の施設の一部に階段を設ける計画とした.

･底地は駐車場会社が所有し､階段部分は横浜市の区分地上梅を設定している｡



港北地区 ･タウンセンタ-歩行者専用道路橋等基本計画 要旨料 1･横断歩道橋､歩行者専用道路橋と隣接宅地との接続 資-2

⑧ 桜木町駅一一野毛方面ペデ椿

【施設概要】

･桜木町駅から国道16号線等を横断して野毛方面へ向かうペデ掃｡

･野毛側の取りつきは､ぴおシティビル2階と､プリーズベイホテル2階公開空

地に取りついている｡

【経緯 ･管理等】

･現在はまだ横浜市に移管されていないが､ぴおシティ､ホテルとの管理上の契
約を締結する予定とのこと
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画 題旨料 2 .機械式昇降装置導入事例

●施設の概要

<位 置>･墨田区江東梼3丁目｡

錦糸町駅前､国道14号上｡

<規 模>･エスカレ-クー上り1機｡

既設歩道橋に追加設置｡
･長 さ 事664M

･高 さ 5.J8M

･勾配 ･ 30●

･形式 1200型屋外式

･速度 30m/令(標準)

22m/令(低速)

｣ i一▼上 rZllllJJUJ

+■十∴
闇 責

]王局ED 良∵ r;1蛤 iJ F▲<

<供用開始>･昭和51年4月

l <運転時間>･平日:午前7:30-午後8:00
･休日 :午前8:00-午後6:00

<運転方式>･遠隔制御で起動停止｡

大手町の国道工事事務所で制御している｡

<高齢者対応>･エスカレーターの乗降口の水平移動部分の踏み板を延長して､高齢者､

子供､体の不自由な人等が乗りやすいようにした｡

<車椅子 ･自転車対応> ･考えていない｡設置当時は車椅子対応型の椀種はなかった｡

<利用状況> ･エスカレーター設置後､歩道橋利用者は1.6-3倍増｡

平日 :2500人⇒4100人
休日:3000人⇒6100人～9300人

･周辺の歩道橋利用者が移行してきたものと思われる｡

･会社員 ･学生一般の利用が多い｡

●事業の概要

<設置日的> ･昭和40年代をピークに多 くつくられた歩道橋は､高齢者や身障者 ･子供

等に利用しづらい面があることから､その改善のため､昭和51年､建設

省が初めて試襲的に屋外式エスカレーターを歩道柿に設置 した｡

･後の計画に役立てるため､機器耐久性 ･維持管理方法､利用状況を追跡

調査している｡

<事業主休> ･建設省東京国道工事事務所

<権利関係> ･底地 ･施設とも建設省 (国道14号上)

<事業草> ･4300万円 (エスカレーターのみ)

<協議等> .警察庁協議等｡墨田区､地元団体との調整の有無は現在不明｡
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●管理の体制

<管理主体> ･建設省東京EEl道工事事務所

<管理内容> ･テレビカメラ､集音マイク､スピーカー､非常電話､エスカレーター制

御等の機能を大手町の東京国道工事事務所内道路情報管理重に直結 し､

監視 ･制御 ･注意通報を行う｡

･警察署こ消防署､都交通管理局が管理協九 駅前交番にセンターへの通

朝や非常時の協力を依頼している｡

･設置後萌在まで､事故や非常電話による通報はない｡

･大雨や風の強い時(8-10m以上)は停止する｡

<機器本体での維持 ･管理対策>

･エスカレーター移動手摺の外脚に棚を設け､転落防止を図った｡

･各種安全スイッチを設けている｡

･エスカレーターは屋外用防水型を使用｡

･上屋等は､防犯のためつけていない｡

<管理費> ･轍器の補修 ･清掃に､設置当初で 500万/年かかった｡近年は老朽化の

ため1000万/年かかる｡財政的には安 くないそうだ｡

･人件費は､建設省の業務内で行っているので特別には出ていない｡

<利用者の声>

･評判は良好だが､上り1機のみなので､下り磯や反対側へのエスカレー

ター増設要望がある｡ (建設省では今のところ増設は考えていない｡)
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●建設省の今後の屋外エスカレーター ･エレベーター設置意向

･建設省単独で設置することはないだろう｡地元自治体等と共同での設置

は内容によっては考えられる｡

･建設省内では維持管理を考えると多 くは設置できない｡また国なので､

特定の場所に援先約につくるわけにはいかない｡

･錦糸町西武は後からできたが､歩道橋との連絡路は設けなかった｡個別

の開発との調整は､地元自治体や事業者から強い要望がでない限り､国

としては対応しない｡

●考察 ･エスカレーター設置後利用者が増えていることから､それまでは遠回り

でも横断歩道を使う人が多かったと思われる｡利用者の多い場所であり

横断需要に応えるかたちになっている｡

･上り1枚のみで､階段なしの立体横断はできない｡車椅子対応､周辺施

設との直接わトワづもない｡あくまでも試演的設置という位置づげである｡

･完全屋外型は､防水面等での老朽化が怒会される｡

･今後の屋外昇降税整備は､建設省の単独設置は可能性が簿いが､自治休

等との共同設置なら今後も考えられる｡

そエスカレーター運転の順序)
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I(S例検討)

●施設の額要
<新宿西口歩行者デッキの概要>

･昇降施設 全天候型エスカレータ 3ヶ所 4基
･設置年 昭和60年6月 (第 1真司)

その後第2期､第3斯事業によって拡張された｡

<周辺施設との関連>､

･歩行者デッキは､小田急百貨店本給前から小田急ハルク､エルクワ-

を結び､襲在は新宿副都心歩道橋に接続している｡

･都市計画決定された歩行者デッキは､新宿西口駅前広場を取り囲んで

1周している｡しかし､今後の整備計画は具捧化していない｡

●事薫の概要

<事業背景>･新宿駅西口広場は､地上と地下1､2階の立体広場として昭和41年に

完成した｡しかし､完成後も歩行者の通行が大幅に増えたため､混雑

緩和を撰るため地上2階にもう1居の歩行者デッキを巡らせる計画が

昭和55年1月に都の都市計画決定をみた (都市計画迂路新宿副都心街

路第4号線歩行者デッキ)｡

･小田急百貨店､京王百貨店､銀行等から構成される地元商店会から歩

行者デッキの設置が要望されていた｡
<事業主体>･東京都

<権利関係>･都道上に二重に認定された道路｡

<事薫内容>･第1期事業の概要

●新宿西口歩行者チyキ計画Eg)●(寄1朝 )

<事業費> ･第3苅事業までで約20長円 (小田急が18倍円､エルクワーが2復円を

負担)｡駅前広場完成当時はベデデッキの計画がなかったため､地主

の補強工事に事業華がかさんだ｡

･施工は､小田急百貨店が東京都から特別施工者として事業認可を受け

て行った｡ (東京都第三建設事務所管理課に小田急百貨店から白菜工

事の申請が提出された)

<利用計画 ･利用状況>

･車椅子の利用は2回/月程度｡
･エスカレーター利用可能時間は8:30-冬季19:00､夏季20:00｡

階段は常時利用できる｡

<喜椅子 ･自転喜対応>

･3ヶ所4基のエスカレータのうち3ヶ所3基が車椅子対応になってい

る｡利用したい場合は､ボタン操作で警備員を呼び､一般の利用を一

時封接して喜椅子を昇降する｡

･自転茸は利用不可｡

●管理の体制

<管理主体>･顎在は東京都第三建設事務所｡

･第 1新工事完成後の3-4年間は､小田急百貨店が管理していた｡そ

の後高屋ビル街区までデッキが延長され公共性が高まったため､管理

は都に移管された｡ただし､清掃は零在も首貨店の負担で行われてい

る｡ (ペデデッキは迂路であるため､東京都の管理費ではきめ細かな

清掃を行うことができない)

<メカナンス者>･昇降也の運行､メンテナンス､介助は小田急百貨店に委託｡

･百貨店本館内の防災センターで､モニターテレビを監視しており､介

助の要請がある場合はポケットベルで呼出を受ける｡

･1日4時間程度､小田急ハルク正面のエスカレータ付近のベデ上に警

備員を常駐させている (現地でヒアリング)｡

･定期点検は2回/月｡

<メtjf辛用>･警備の菜用は百貨店と兼ねているため少ない｡

●考察

･高層ビル街区に直接アクセスできるため､利用者が多い｡清掃も行き届いて気持

ちよく､デッキ上に点在するベンチで話し込む利用者がいたり､百貨店の時計の

前が待ち合わせ場所として利用されているなど､デッキが多くの用途に利用され
ている｡

･喜椅子利用時に一般客の利用ができなくなることに改善の余地がある｡特に､西

口前のエスカレータは階投が併設されておらず､喜椅子の利用時は不便である｡
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4施設の巧要
<季節の橋の概要>
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<周辺施設との関係>

･ 相模大野駅 (駅ビル計画あり)駅前広場から､区画整理区域内の市道駅前通り線

(ショフビングモール･コリド-整備済)を通り､県道を渡るベデデッキ (季節の橋)に上下

2姐4台のエスカレーターを設置｡

･ デッキを渡ると､伊勢丹デパー ト､市民ロビー､グリーンホール (ホール ･図書

鐘 ･メディカルセンターを含む)､立体駐喜壕､中央公園があり､コリドーとペデ

デッキは獣と商業 ･文化施設群をつなぐメインス トリー トとなっている｡

･ 駅前広場に3台､駅ビル内 1台のエスカレーターが計画されており､これが完成

すれば､駅から伊勢丹 ･グリーンホール ･中央公国等の公共公益施設群に階段なし

でアクセスできるようになる｡

<利用計画>

･デパー ト利用人数がど-ク時で 15000人/時なので､9000人/時のエスカレーター

として上下線 2組 4台を考えた｡

･利用時間は.4.M7:00-PMll:00 ｡

<車椅子 ･自転車対応>

･県道ペデデ ッキでは､ 1 が喜椅子対応｡

･駅ビル ･駅前広場計画では4台中 1台が喜椅子対応予定｡

･自L=重は利用できない｡自転車は街区端部の横断歩道を利用させる｡

●事業の概要
<事業背景>･相模原市では､相模大野駅周辺区域を区画室理事薫やロトシティ相模大野弟

づくり事業｣等複数事業により､市の南玄関として整備を行っている｡
･季節の橋とコTJド-街は､駅ビルと米軍医療センター跡地開発 (百貨店

･市民ホール ･公園 ･駐車場等を整備)の2核を周辺商業地と連結して

街全体の回遊性を高めることを目的に整備された｡

<事業主体>･相模原市

<事業内容>･ r中心市街地形成事業｣という組合事業で､商業施設誘致､シ即ビングモール

(無電柱化+アヤtF)､ベデデッキ､エスカレーター等を整備｡

<事業掌> ･5.3唐円｡うち1.6謄円がエスカレーター(4基)｡

･全天候型喜椅子対応エスカレーターは約6000万円/台｡

･保守料金は月当たり20万円位｡

<権利関係 > ･県道上のペデデ ッキは､市道を二重認定したうえで設置｡

･区画整理区域外で県事業にも含まれないので市単葉で整備した｡

･伊勢丹脚は借地契約｡県道にデッキの7バットは入れていない｡

<認可等> ･ベデデ ッキに壁泉やアーケード等を付け､建築書査等を受けた｡

･車椅子エスカレーターは建設省の個別認定が必要な施設で､行政指導に

よって介添者がつくこと､車椅子利用時は他の客は使わないようにチェ

ーン封鎖することが義務づけられている｡(将来は代わるかもしれない

●管理の体制

<管理主体> ･相模原市

<技術管理> ･高圧需電しているので借重あり｡管理技術者は保安協会に委託｡

<メ-jfナンス者> ･メンテナンス会社に委託｡ (伊勢丹クT)-ニング)

<メンテ内容> ･デッキ清掃と車椅子介助 (ポケットベルで呼び出される)を目的に､常

時 (AM7:00-PMllこ00)一人の管理人が付近にいるようにする｡

･ビデオカメラはいまは取りつけていない｡

<メンテ粟用>･1)エスカレーター4基フルメンテ 1000万円/年

2)清掃 ･車椅子ケ7 2000万円/年

3)その他 1000万円/午

合計4000万円/年

●考察

･主要な公共公益施設をつなぐメインルー トを階段なしでネットワ-クさせているの

で､街に回遊性を持たせる上で効果をあげている｡

･車椅子は､管理人を呼ばないと利用できないこと､車椅子利用時は他の一般客が利

用できないことに問題がある｡
･メンテナンス要用4000万円/年は､財政負担として大きい｡
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●〔事例検討〕

●施設の概要

<みなとみらい21歩道橋の概要>

･昇降施設 エスカレータ 5基
エレベータ 2基

･その他 トラベータ 4基

(道路上に トラベータを設置した最初の事例)

･設置 平成元年3月 (桂浜博覧会の開催にあわせて供用された)

t･歩行者専用道路橋 2動 く歩道

.:∴ ∴ ､∴ 了 ㍉ . _∴ .; .

｡付脊施設 シェルター(屋根)/階段/ ～ .形式 160ぼ

<周辺施設との関連>

･桜木町駅の駅前広場から首都高速横羽線､栄本町線を跨いでに日本丸

メモリアルパーク方面にベデデッキが伸びている｡畢在は25街区のラ

ンドマークタワーへ結んでいるが､将来は民地内を含め､MM21地
区を絶境にネットワークするペデ網に連絡する｡

<利用計画>･まちが完成する昭和75年には約17万人/日､ピーク時約28,000人/時

の利用を見込んでいる｡

･トラベータの運行速度は40M/分で計画されているが､降りる時に高齢

がつまずきやすいため実際はエスカレータと同じ30M/分で運行される

場合がある｡イベントの開催時などで利用者が集中する場合は､安全

のため運行が中止されることがある｡

･利用可能時間は8:00-21:30｡ただし､階段は常時利用できる｡

<車椅子 ･自転車対応>

･･車椅子はエレベータ (自動運転)を利用する｡希望者以外は特に介助

していない｡ トラベータは希望すれば利用できるが､その際はチェー

ン封鎖するため一般の利用はできない｡

･自転車は利用不可｡

●事業の概要

<事糞背景>･MM21地区では､歩行者専用迂路のネットワークを設置し､一般道

路の歩道部分とあわて質の高い歩行者空間をつくりだす計画となって

いる｡特に､みなとみらい21歩道橋では､動く歩道の設置によって

歩行者の徒歩圏の拡大と快適性 .安全性の向上を図ることを目的とし

ている｡

<事薫主体>･桂浜市

<権利関係 ･許認可等>

_･ほとんどが市道上にあり､歩道橋自体も都市計画道路である｡

<事業内容>･建設省都市局所管の新都市拠点整備事業により､市が施行した｡

実施設計､工事は住宅 ･都市整備公団に委託された｡

･昭和62年度に下部工と上部工の一部､昭和63年度に上部工､動く歩道､

シェルターが施工された｡

<事業費> ･20謄円 く用地掌を除く)は全額桂浜市が負担｡

●管理の体制

<管理主体>･横浜市道路局

<メンテナンス者>･税器の点検はメーカー (三菱重工業)に委託 (定期点検は2回/月)｡

･始動 ･停止 ･モニターテレビによる監視は㈱境浜みなとみらい21に

委託｡通常2名が桜木町駅側のエレベータの下の管理室に待税してい

る｡
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'挿 例検討〕

<管理葺> ･①監視 ･清掃

②電気 ･電球

③その他 (事務要込み)
計

▼桜木町駅前広場のエスカレータ

1,000万円/午

1,500万円/年

3,500万円/午
6,000万円/午

▼ペデデッキの将来ネットワーク

厨-di,ミ誹 亮 ン'"

▼ トラベータ

●考察

･現在はまだ直接アプローチできるビルがないため､デッキの両端で昇降しなければ

ならないが､将来建物の内部にデッキから直接アプローチできるようになればさら

に便利になる｡

･エスカレータとエレベータを併設していることで､車椅子の利用が容易になってい

る｡

･桜器の踏板幅員が1400mmの広幅員タイプを採用しており､障害者が利用しやすいだ

けでなく､2列での利用が快適である｡
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●施設の招要
<背 景>

･ 葦張新都心整備では､タウンセンター地区 ･業務研究地区の商業施設やオフィス
ビルを2階レベルで結ぶスカイウェイの整備を進めおり､罰 ･駐喜場と各業務 ･商
量施設の立体的ネットワークが計画されている｡スカイウェイ-のエス仙づ一･三レベうー
は一般的には建物の敷地内に設置 してもらう計画だが､計画地は纂張メッセへの重
要なアクセスボインントであり､利用度が高いことか ら道路内の公共施設としてエ
スカレーター付き歩道橋が設置された｡

<位 置>

::/::こ ~∴ ∴ ∴

-..__ 損郡歩訓宍

(柿Zii歩rlLq..IllJスカイウ=イ)

巴ココ 訳荊広甥デッキ
(ⅥFlr.I.ミミのテ ンだl

｡====コ 施設間プリツi/A
(汀季†23芯をiP粍すうスカイウェイ)

.コ血 1,1地内担ぎ害
(iZ号詔内丈r言汀ほに付托してま引Jも黙LF:Fl歩行市空閃)

<規模 ･形状>
･口の字型歩道橋
･歩道柿幅員 :5m～5.6m 階投幅員 :最大 4.5m
･エスカレーター :3か所設置｡上下線2組､上りのみ 1枚｡計5機｡

うち3台が車椅子対応｡
･外装材 :アルミ板 (耐久性とデザインのしやすさから決定)
･上屋つき｡その他､様々な環境デザインが施されている｡

<運転時間>
･24時間｡センサー付きで､人が来ると動く方式｡

i=---丁瑞----ニー一一一一(トキ -.ニJ-.hL-一一一LJ,/ q

-i.薫-_-I-=A.転肇啓二----一㍍p----..;-/,I,J ざ献＼＼モミ.t_ ,J,L/----言わ-塗㌔ _.!
:}.-_I■ ".. ..Q ｣

【J_日.,_-*三三三三上空JI{1 I
L2 ,ち-11良 I｢I.A t･.ゴ=ゴl(巨il!:1552 7

鞘‥-~ー-.W｣=.L-ii.;I丁巨些警聖 .Jf3-:I弓項--.iJ-■--i-~Lー~~L;i､-耶N-: Tl.1＼
エ加ト9-2機(日掛ま車椅子-対応)/J-IlIl̀liI∴ V;ft''.-~~~

TtQ

垣. さ竹 男 スカイウエイ接続予定∴､スbt,-卜1位(車椅子対応)Sj.巨垂可地

I
l1I
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(エスカレーター 付き歩 真壁構 )

<周辺施設との関係>

･ 研究業務地区と タウンセンター地区を結ぶ交差点にあり､4方は幕張メッセ､フール化シネス
かテン(35F建オフィスtll､多種多様の レストラン併設)､桁ルニューオ11ニ用地､タウンセンター用地となっ
ている｡平成3年10月7-ル陀シネスガーデンがオーブンし､歩道橋とWBGの敷地内スカイ
ウェイがつながれた｡

･ 朽)l､タウンセンター建設に伴い､それぞれのスカイウェイと連結される予定である｡
･ 幕張メッセとはデッキレベルでは結ばれていない｡一旦道路に降りてメッセのエス
れづ-を昇る｡享椅子利用者はメッセモールの地下駐車場とメッセを結ぶブリッジ
を使う(ェレベイ-あり)方が便利である｡将来柑L=ユーオづこのスカイウェイとつながれ
ば､遠回りだが口字型歩道橋からスカイウェイづたいにメッセに入ることもできる｡

･ 地上レベルの道路も段差なしで計画されており､駅前から各地区､各施設へ階段
なしでアクセスできる体制になっている｡
ただし､JR海浜書張駅と駅前デッキとの接続に段差がでてしまう｡

<車椅子対応>

･ 車椅子対応型エスbL,づ-3搬設置｡管理人の介助が必要｡ (呼出しホタンで対応)
･ 原則的には､車椅子はスカイウェイのある施設内のエレイづ-を利用してもらう｡エレ
ベ-トなら介助なしで使用できる｡ただし建物の開いている時間しか使えない｡

<自転喜対応>
･ 自転車のスカイウェイ利用は考えていない｡

<利用状況>
･ 現在は､幕張メッセ､マリンスタジアム利用者の使用が中心｡イベント開催時に
は容量一杯に利用される｡

●事業の槻要
<事業主体>
<事業費>

<事業名>
<供用開始>
<権利関係>

千葉県企業庁
約25倍円
うちエ袖L,うー要用2僚5千万円｡ (重椅子対応2位､標準3桜)
臨海地域土地造成事業の一環で行っている｡
平成元年10月｡幕張メッセオーブンに合わせて造ったデッキのひとつ｡
道路敷地上に架設｡

･現在は千葉県企業庁の所管｡蕃張新都心が完成した時点で千葉市に移管｡
･歩道橋についてはまだ道路認定していない｡千葉市に引き渡す際に認定｡

<関係局等との調整>
･歩道橋は基盤整備の一部として企業庁でつくった｡
･接続するスカイウェイは建物事業者に設置を義務づけている｡ (琵境デ
ザインマニュ7ルを用い､事前協議を行う)

●管理の体制
<管理主体>･千葉県企業庁｡新都心完成後は千葉市に移管｡
<管理者 >･企業庁から地域整備協会 (県の外郭団体)に委託｡駐車場､デ ノキ10本､

ニスカL'-クー付き歩道橋の管理を一括して委託している｡
<管理内容>･TVカメラ3か所と呼出し電話を設置｡

･緑逆 (メッセモール)地下駐車場に管理室を設け､モニター監視.
1呼出しに応じて車椅子のエス払う一利用を介助｡呼出しを受けて現地に着
くまで約10分かかる｡その間に介添者が車椅子利用者を通常仕様のエ加L,
づ一に乗せていってしまっていることが多い｡

･デッキ､歩道橋､駐車場の清掃｡
･管理時間はAH8:00-PM9:00｡

<管理要用>･年間約4800万かかる｡うち半分以上が監視 ･介助の人権質である｡管理
人は 0.5人/日つく計算である｡

･清掃費は一括なので歩道橋単独では計上されていない｡これを含めて考
えれば年5000万以上かかっているだろう｡

運転肇--･--･
機器点検･- ･･-
モニター監視-

計

壁

●考察

･ 桟新需要の多い交差点にかかる歩道橋であり､エスカレうー付き歩道橋は高齢者 ･子供
等の交通弱者と一般健常者が大量かつ快適に利用するのに連している｡

･ 車椅子利用者には介助がいらないエt'ベイー利用のスカイウェイのわけづがあり､その方が利
用しやすいと思われる｡

･ 幕張新都心整備は埋立地の土地造成事業で行われており､すべて新規整備なので計
画の自由度が高い｡

･ センサー式で24時間利用できる (車椅子利用は除くが)のは利用者にとって便利｡
･ =スbt'うー管理業4800万円/年は､自治体にとって負担が大きい｡需要の高いところ
だからできた｡一般的な歩道橋に標準的に=ス仙うーを装備するのは難しいだろう｡
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港北地区 ･タウンセンター歩行者専用道路橋等基本計画
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● 昇 降 機 器 導 入 の 上ヒ較 検 討

･ 道路空間での昇降接器導入が行われている場所は､公共性が高 く､櫨新需要が多い

場所で､重点整備カ所として整備されている｡一般的な場所への設置は今はない｡

･ エスカレーターは､高齢者等の交通弱者も一般健常者も利用でき､より多 くの人が

道路の質の向上を享受できる｡ しか し､喜椅子利用は介助者の呼出しと専用利用が必

要であり､自力で外部を移動できる)-マライセイションの実額は図 られない｡実際の利用者も

少ないようである｡

エレベーターは､車椅子利用者が自力で利用できる点が評価できる｡輸送力は11人

乗 り程度でエスカレーターより劣る｡車椅子 ･高齢者専用でなく乳母車や荷物の多い

健常者等も使えれば設置価値が高まる｡防犯上はエスカレーターより問題がある｡

昇降性器導入のもっともネックとなるのは約4000-6000万かかる管理葺である｡建

設肇は一時のものだが､恒久的にかかる管理票は多 くの自治体が負担に感 じている｡

無理のない管理の体制が考えられれば､迂路空間でも昇降施設整備の可能性は高い｡

施設名 施設の概要 事業の村雲 管理の体制供用開始 昇降操器 車椅子対応 ネットワーク 利用状況 事業主体 位置づけ 事業費 !権利関係 協議 管理主体 管理内容 管理幸

錦糸町駅前歩道橋(エスカレーター付き) S.51.4 上 りエスカレうー 1枚既設歩道橋に設置 なし 直接はなし 平日4100人休日6100-9300人1.6-3倍 建設省 試験的設置 4300万円エスbL,-チ-のみ 国道上 不明 建設省 遠隔制御 1000万/年

新宿西口歩行者デッキ 5.60.6 エスカレづ- エスカレーター 新宿駅～ 喜椅子は月 東京都 西口広場の 約20長円 都道上に 小田急 東京都 昇降接の 警備薫用は

(エスカレーター付き) 第一期 3カ所 4枚 3カ所 3践 小田急本荘～ 2階程度 混雑緩和の 3枝まで 二重認定 エルクワ- 当初は小 運転 .監 首貨店 と兼

その後 介助者呼出 小田急)仙ク～ 8:30-19:30 ため2階 レ 小田急18 された道 田急 視 .介助 ねているの

拡張 し.専用利用 エルクワ-～副都心歩道橋 夏は 20:30利用者多 し ベルにデッキ整備 佳 エルクワ-2唐負担 港 清掃は今も小田急 小田急受読 で少ない.

相模大野 .季aA-の梧 H.1 エスカレーサー エスカレイ-1税 駅～シ∋ビングモール ピーク時 相模原市 駅と公共公 5.3撮円 県道上に 県 相模原市 昇降枚の 4000万/午

(エスカレーター付き 2カ所 4桟 駅前にも1 ～ih'-ト春-汁. 9000人′h計 益施設群の うち 市道を 伊勢丹 運転 .監

ペデデッキ) 駅前広場に4枚予定 接設置予定 公園 .駐車場等 画 接続強化と町の貞づくり エス如'-チ-1.6倍円 二重認定 撹 .介助清掃

みなとみらい21歩道橋 〟.1.3. エスカレーター5 エレぺづ-利用 桜木町駅～ ど-ク時 桂浜市 歩行者の徒 約20倍円 市道上に 建設省 桂浜市 践器の運 6000万/午

(エスカレーター . エレベータ-2 トライヤーも可 日本丸メモリアルバ28000人/h 歩圏の拡大 (用地費 市道を 玩 .監視

動 く歩道付き) トラトト 4(うごく歩道) だが専用利用となる -ク～ランドマーク一夕ワ- 計画 と快適性 .安全性確保 を除 く) 二重認定 ･介助 .清掃

l幕張新都心スカイウエイ H.1.10 エスルータ- エスbL'-9-2枚 新都心内を 2 姿料なし 千妻県 駅と商業薫 約25蕉円 道路上に 環境テす 千葉県 昇降機の 4858万/午

(エスカレーター付き 3カ所 5較 介助者呼出 階レ伽 ぞSdJけ ピーク時は 務施設群の うち 架設 引 インマニエア 運転 -監

歩道橋) ーし′ づするスカイウエイ計画 容量いっぱい 接続強化と町の顔づくり エスか′-ト2.5撮円 渡時点で道路認定 ルに基づく協議 視 一介助清掃

川崎ハローブリッジ 〟.4.12 エレベヤー4基 エレぺ-ヰ-利用 川崎市役所＼ ピーク時 建設省 . 歩行者交通 約17債円 国道上に 消防 建設省と 検討中 4000-5000
(エスカレーター付き 予定 一般の利用 競輪場､学校 15000人/ 川崎市 量が多い交 を予定 市道を二 川崎市の 身障ケア 万/年
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● ェレベーター基本データ

･ビル用11人乗用 (油圧式)を基本型とする｡

(ガラス入京他 喜椅子対応)

コ̀ス ト:45m/Sの場合 1600万円/台

(材 ･工､但し RC.EVシャフトは建築工事)

30m/Sは生産中止に各社ともなっているらしく注文生産すると､
3000万円/台位になる｡

2-1昇降箆平面図･縦断面図

】 lI】≧!_,-t

~こ てヲRT
l一

ー

ifi‖ 一ult,_｢ l

, ･rI'f
王

I

212青票華寸法表

ーil喜一 fl r～
/ ･ヾ妻妻.･.___｣_

い;〟崇f? 』とと乙こしこして
ttrエ■)

′一一■∋√ー

N⊂l_ - 式 巨 芸 圭 昇Rx…;注 巨 隆司 C 反 力 (kg)シリンダ可 バ ツ7,RZ
5 ISOOO 朋50 l <200

右図の様な形式はできない｡日本

では建蔓基準法によりエレベータ

ーケージに2つの出入口を設ける

ことはできない｡

(荷物用は可能)
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通常エスカレーターに車椅子乗用ステップを組み込んだ｡
車椅子対応エスカレーターの導入が進んでいる｡
呼出ボタンを押すと､係員がきて車椅子利用者が一旦エスカレーターを止め車椅子
用運転に切り換え､ (車椅子用ステップが出る)利用者とともにエスカレーターに
乗り降りするシステムである｡

この間､一般利用者は使えないので､大量輸送が必要な場所では使用が難 しい｡

喜椅子のあとに一般利用者が続いて乗れる同時利用システム もあるが､現在 は行政
指導で専用利用 (喜椅子利用時のチェーン封鎖)が義務付け られている｡
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